
 
 

 
 

 

既存の分譲マンションへの 

電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド車(PHEV) 

充電設備導入マニュアル 

（2021年 4月電気事業法改正対応版） 

 

 

 

 

 

 

２０２２年８月 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

目   次 

 

はじめに 

 

電動車用充電設備導入への管理組合の課題検討フローと本マニュアルの活用 P 1 

 

１．既存マンション電動車用充電設備の導入の必要性 ・・・・・・・・・・P 2 

 

 ２．充電設備の種類と選択 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 4 

 

３．充電設備の設置・運用に関する費用負担の考え方 ・・・・・・・・・・P10 

  

４．充電設備の利用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13 

 

 ５．充電設備の設置工事と費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14 

 

６．機械式駐車場への充電設備の設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・P17 

 

 ７．充電設備に関する合意形成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P18 

 

 ８．まとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P19 

 

参考資料１ 電動車の現況と今後の動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・P21 

参考資料２ 電動車用充電器の同一敷地内複数契約を可能とする特別措置 ・・P27 

参考資料３ マンション用充電器のサポートサービス ・・・・・・・・・・・P29 

参考資料４ マンションの駐車場充足率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・P30 

参考資料５ カーシェアリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P32 

参考資料６ 電動車用管理規約と駐車場使用細則例 ・・・・・・・・・・・・P33 

参考資料７ 充電設備の施工モデルケース ・・・・・・・・・・・・・・・・P52 

参考資料８ 充電設備の費用を駐車場料金に上乗せする場合の考え方・・・・・P64 

参考資料９ 急速充電器が設置される場所に応じた火災予防上必要な 

安全対策のあり方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P67 

参考資料 10 長期電動車充電設備設置計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・P69 

 

  



 
 

はじめに 

 

 本マニュアルは、2011 年に国の「次世代自動車戦略 2010」を受けて初版を発

行し、10年が経ちました。 

その後も、二酸化炭素（CO2）排出抑制は継続して世界的な規模で喫緊の課題と

されており、日本においても 2020年 10月に新たな「2050年カーボンニュート

ラル宣言」が発出され、これに伴い政府は「グリーン成長戦略」として自動車・蓄

電池や次世代エネルギー、住宅・建築物次世代電力マネジメントなど、14 の重点分

野を設けてこのカーボンニュートラルの実現を目指すこととしております。 

この自動車・蓄電池分野においては、電気自動車（ＥＶ）やプラグインハイブリ

ット車（ＰＨＥＶ）を含む次世代自動車（以下、電動車という。）の普及が推進され

ていますが、この電動車の普及に欠かせないのが、電動車用の充電設備であり、特

に集合住宅における駐車場の充電設備の設置は電動車の普及には欠かせないものと

いえます。しかし、既存の集合住宅では、どのように充電設備を設置し、運用する

かなど、まだまだ多くの課題があります。 

 今回のマニュアルの改定については電動車の普及促進が加速度的に進んできてい

ることに鑑み、最近の動向を踏まえ、電動車用充電設備の導入を検討しているマン

ションの管理組合や、そのお手伝いをする工事業者等が充電設備の導入を円滑に進

められるよう、充電設備に関する基本的な情報の提供や導入のモデルケースの提示

などを目的として改編しておりますので、皆さんが充電設備を導入する際にご参考

としていただければ幸いに存じます。 

 

2022年 8月 

一般社団法人 マンション計画修繕施工協会 

電動車充電設備改修検討委員会 
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二酸化炭素（CO2）などの温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「脱炭素化」

の流れが世界中で加速しています。日本でも 2020 年 10 月、日本政府が発表した

「2050年カーボンニュートラル宣言」において、2050年までに脱炭社会を実現し、

温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることが目標として掲げられました。 

この「2050 年カーボンニュートラル宣言」を踏まえ 2021 年 6 月に「グリーン

成長戦略」が策定され、自動車、蓄電池産業においては、2035 年までに乗用車の

新車販売で、電気自動車（ＥＶ）、燃料電池自動車（ＦＣＥＶ）、プラグインハイ

ブリット車（ＰＨＥＶ）、ハイブリッド自動車（ＨＶ）の次世代自動車（図 1-1）

100％が実現できるよう、包括的な措置を講じることとされています。（⇒参考資

料１参照） 

世界的にも図 1-2のような電動化への動きが今後、加速することが予測されるこ

とから、日本の既存マンションにおいても電気自動車（ＥＶ）、プラグインハイブ

リット車（ＰＨＥＶ）に対応した充電設備（以下、充電設備という。）の導入は避

けて通れないものといえます。 

 

 

図 1-1.次世代自動車のイメージ 

１．既存マンション電動車用充電設備の導入の必要性 
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■電動化ロードマップ

各国・地域の目標※案も含む 各社の目標 ガソリンエンジンを完全撤廃するもの

【2025年】 【2025年】
　インド・マハーラーシュトラ州： 　ボルボ・カー：50%（EV） 【2026年】
　新規車両登録の10%をEVに 　アウディ：EV 100%

　インドネシア：生産の20%をEVに 【2028年】
　オペル：EV 欧州100%

【2030年】 【2030年】 【2030年】
　東京都：新車をすべて電動車に 　ホンダ：先進国40%（EV・FCV） 　メルセデス・ベンツ：EV 100%

　タイ：国内生産の30%をEVに 　トヨタ：世界販売800万台（EV・FCV・PHV・HV） 　ボルボ・カー：EV 100%

　米国：新車販売の50%をEV・FCV・PHVに 　マツダ：100%（EV25%・PHV・HV） 　ジャガー：EV 100%

　スバル：40%以上（EV・HV）

　三菱自：50%（EV・PHV・HV）

　ＶＷ：欧州70%、北米・中国50%（EV）

　ＢＭＷ：50%（EV）

　ルノー：欧州90%（EV）

　フォード：40%（EV）

　ステランティス :米国40%以上、欧州70%以上（EV・PHV）

【2030年代前半】
　日産：主要市場で100%（EV・HV） 【2033年】
　スバル：電動車100% 　アウディ：エンジン車の生産を終了

【2035年】 【2035年】 【2035年】
　日本:新車をすべて電動車に 　ホンダ：先進国80%（EV・FCV） 　ＧＭ：EV・FCV 100%

　ＥＵ：HVを含むガソリン車の新車販売を原則禁止 　トヨタ：中国50%（EV・FCV）

　英国：HVを含むガソリン車の新車販売を禁止

　米国・カリフォルニア州：EV・FCV100%

　中国：新車販売をすべて電動車に

（HV50%、EV・PHV・FCV50%）

【2040年】 【2040年】
 仏国：ガソリン車の新車販売禁止 　ホンダ：EV・FCV 100%

2025

2030

2035

2040

 
図 1-2.世界各国とメーカーの電動化ロードマップ（出典：日刊工業新聞） 

   

したがって、既存マンションの居住者が電動車を利用しやすい環境を整えるこ

とは、今後の居住者の利便性を高めるだけでなく、住戸の売買や賃貸を行う際に

も不可欠な要素となってきます。 

本マニュアルは、既存マンションにこうした充電設備を導入する際の現時点で

の基本的な考え方を解説しますが、今後様々な施策や新しい商品、サービスな

ど、各業界での動きがあると想定されますので、その点ご留意ください。 
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 マンションにおける電動車の充電設備は、主に普通充電器と急速充電器の２種

類があります。 

普通充電器は、出力が 3kW や 6kW などのものなどがあり、壁付けタイプやス

タンドタイプなどの種類があります。急速充電器は、25kW程度の出力のものから

150kW といった高出力のものがあります。最近では、内蔵の電池に充電した電力

から電動車に充電をおこなうポータブルの充電器も出てきていますが、緊急時用

としての用途が主となるため、ここでは除きます。 

（１）充電設備を選択/検討する際のポイント 

   充電器を設置する際には、充電設備の種類（普通充電器か急速充電器か）と

設置台数、そして電源の受電方法を考える必要があります。普通充電器を複数

台設置するには、1台当たり 3kWから 6kWの充電器を同時にいくつ充電するか

によって必要な電力が決まります。また、急速充電器を設置するには 25～

150kW 程度の大きな電力が必要となります。従来は、マンション共用部の電源

容量に必要な容量の余裕がないと設置することは困難でしたが、電気事業法の

改正により、普通充電器、急速充電器に関わらず専用の電気契約を別途に結び、

電力会社の配電線から充電器専用の受電ができるようになりました。（同一敷地

内において複数の電気需給契約が可能となる特別措置（以下、特別措置とい

う。））そのため、マンションの共用電源の余裕を確認し、共用部から電源を確

保するか、新たに配電線から引き込むかを考える必要があります。なお、新た

に電源を引き込む契約をするためには定められたいくつかの条件を満たす必要

があります。（⇒参考資料 2 参照） 

   図 1は、当該マンションの既存受電契約ごとの、設置する充電器の容量や特別

措置の利用の有無などによる電源供給方法の検討フローになります。 

   既存受電契約には、概ね以下の 4つのケースがあります。 

① マンション全体が低圧引き込みのケース 

② 高圧引き込みでマンション敷地内に電力会社の変圧器を設け、共用部や

各戸は低圧契約のケース 

③ ②のケースで、共用部のみ自家用受変電設備を設け、高圧契約としてい

るケース 

④ マンション全体を一括して一つの高圧契約としているケース 

 

ケース①の場合（おおよそ 20 所帯程度以下）、普通充電器 1 台程度であれば

設置できる可能性はありますが、複数台の普通充電器を設置する場合や急速充

電器を設置する場合には、特別措置の利用を検討することになります。     

ケース②の場合、低圧契約の範囲内で共用部の契約容量をアップできる余地

２．充電設備の種類と選択 
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があれば、複数台の普通充電器を共用部からの電源供給で設置できる可能性が

あります。共用部の契約容量が 50kVA超となる場合には、自家用受変電設備の

設置（高圧受電化）や特別措置の利用を検討することになります。 

ケース③④の場合、変圧器の容量に余裕があれば充電器までの配線だけで済

む場合もありますが、不足する場合には、変圧器の容量増と特別措置との比較

検討を行います。 

   なお、普通充電器には、複数台の同時充電時に設定した容量に合計電力をお

さめるよう、電動車の充電電流を制御する機能（デマンドコントロール注 1）を

もったものもありますので、そのような充電器を利用することで、設備容量や

契約容量の抑制および、高圧受電化の回避をおこなうこともできます。 

   このように各マンションの規模や状況により既存電気設備で対応する場合、

既存電気設備を改修して対応する場合、特別措置を利用する場合などの選択肢

が考えられますが、ここでは一般的に考えられる電源検討フロー（図 2-1）をお

示ししています。現状だけでなく将来の増設計画も踏まえ、検討することが必

要です。 

   また、近年、充電設備の設置については、ユニバーサルデザインの採用やバ

リアフリー対策も求められていますので、マンションに設置する際にも考慮し

ておく必要があります。 

 

注 1：デマンドコントロールとは 

  デマンドコントロール機能を有した充電器やデマンドコントローラーを付すことによ

り多台数の充電器が各々、充電電流を制御することで、設定した任意の容量内で電動車

の充電を行うことが可能となる機能。 
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既存受電契約ケース①       既存受電契約ケース②      既存受電契約ケース③・④ 

   
図 2-1.既存受電方法による電源検討フロー 

（２）普通充電器 

普通充電は、戸建て住宅においても用いられている充電方法であり、基本的に

単相 200V 電源を用いておこないます。100V 電源でも充電が可能な車種もあり

ますが、すべての車種が対応している訳ではないため、マンションに設置する場

合には推奨されません。 

普通充電器は、コンセントタイプとケーブル付普通充電器に大別されます。ま

た、このコンセントタイプとケーブル付普通充電器それぞれに、壁掛け（壁付け）

型と自立するスタンド型があります。壁掛け（壁付け）型であっても、別途充電

器取り付け用のポールやスタンドを利用することでスタンド型同様に利用するこ

とが可能です（図 2-2）。普通充電設備を設置したい場所に、外壁や柱などがあ

れば、壁掛け（壁付け）型を使用した方が一般的に設置費用を抑えることができ

ます。 

コンセントタイプは、車両に付属（もしくはオプション）の充電ケーブルを用

いて充電をおこないます。このコンセントタイプについては、現在の日本の規格

では、最大出力（連続負荷）は 3.2kWとなります。 

一方、ケーブル付普通充電器は、令和 3年度補正予算における経済産業省クリ

ーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金の対象は、3kW～6kW 出力の

機種となっていますが、更に高出力の充電器も市販されています。ただし、

6kW充電器を用いても、車両側が6kW充電に対応していなければ3kW充電（車

両の最大充電電力）となります。電動車は、軽自動車から外国産車まで幅広いラ

インナップがあり、1 日あたりの走行距離も人により異なることから、求める充

電時間や設置する台数、コストなどを考慮して選定する必要があります。（⇒

（４）普通充電器と急速充電器の充電時間の目安参照） 

また、認証や課金機能などを有した機種や、前述の合計電力を抑制する機能を

有する機種も市販されています。 
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壁掛け（壁付け）型 

コンセントタイプの例 

壁掛け（壁付け）型 

コンセントタイプ 

ボックス収納例 

壁掛け（壁付け） 

コンセントタイプ 

ポール取り付け例 

スタンド型 

コンセントタイプの例 

 
 

   

 

壁掛け（壁付け）型 

ケーブル付普通充電器の例 

壁掛け（壁付け）型 

ケーブル付普通充電器 

ポール取り付け例 

スタンド型 

ケーブル付普通充電器の例 

   

 

 

 

（３）急速充電器 

急速充電器は、非常に短時間での充電が可能です。例えば、日産自動車のリ

ーフ（40kWh 仕様）の場合、約 40 分で 80%程度の充電ができます（急速充電

器が 50kW出力の機種の場合）。 

急速充電器は各メーカー様々な出力の機種が販売されています。出力が大き

ければ大きいほど本体価格・工事費用・電気契約の基本料金などのコストが高く

なります。しかし、車両によって受け入れ可能な電力の上限が異なるため、出力

が高いほど充電時間が短くなるとは限りません。また、満充電に近づくほど、車

両が受け入れ可能な電力は小さくなるため、急速充電器の出力による充電時間の

差は小さくなります。使用形態に応じて機種を選定する必要があります。 

なお、急速充電器は、保守・メンテナンス費用も高額となることや、例えば

自宅において短時間で充電するニーズが少ないことなどから、既存のマンション

に設置するケースは、まだ少ないと言えます。 

また、急速充電器を設置する場合は、複数台で利用することが前提になりま

すので、利用方法などでトラブルが生じないよう厳格なルールを定める必要があ

図 2-2.普通充電器の種類 

出典：各社提供 
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ります。 

急速充電器については、CHAdeMO 協議会※1 が認証を取得した製品を紹介し

ているほか、「電気自動車用急速充電器の設置・運用に関する手引書（2022 年 1

月改訂 Rev.4）」を公表していますので、下記のホームページをご参照ください。 

CHAdeMO協議会のホームページ：https://www.chademo.com/ja/ 

（※1 CHAdeMO：Charge de Move, 動くための充電と言う意味の命名。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）普通充電器と急速充電器の充電時間の目安 

普通充電器の 3kWと 6 kW及び急速充電器の充電時間の参考例として、日産

自動車のリーフにおける、充電器ごとの充電時間を掲載します。 

 
表 2-1.日産リーフ e+(62kWh)・日産リーフ(40kWh)の充電器出力ごとの充電時間目安 

（出典：日産リーフカタログ） 

 

 

 

但し、ここで示した充電時間はバッテリー残量がゼロに近い状態から満充電

（急速充電器は 80%まで）の目安時間であり、帰宅時にバッテリー残量がちょ

図 2-3.急速充電器の例 

出典：一般社団法人 次世代自動車振興センター
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うどゼロとなるようなことは稀なケースであると考えられます。 

下表は、参考として日産自動車のリーフ（40kWh仕様）の交流電力量消費率

（WLTC モード）のカタログ値を用いて算出した、１日の走行距離を勘案した

充電時間です。1 日に 100km 走行したとしても、3kW の普通充電器でも夜間

のうちに十分に充電が可能であることが分かります。 

充電器の選択に当たっては、バッテリー残量ゼロからの充電時間だけでなく

外出先での充電器の利用も含めた電動車の使用実態を考慮した上で選定するこ

とが必要です。 

 

            

           

 

 

 

 

 

 

ここまで、各充電器の特徴について解説しましたが、それぞれ補助金が利用

できるかどうかはイニシャルコストの面で大きな選択要素になると思います

が、各種の補助金については、国や各自治体もそれぞれ年度予算となっていま

すので、参考資料１の「３．電動車、充電設備の補助制度」で経済産業省の令

和 3年度補正予算による補助制度などについて紹介していますのでご参照くだ

さい。   

  

  3kW充電 6kW充電 

走行距離 50km 2.4時間 1.3時間 

走行距離 100km 4.8時間 2.6時間 

表 2-2.普通充電における走行距離ごとの充電時間シミュレーション 

※本表は次の値を用いて算出した 

（交流電力量消費率：155Wh/km、充電電力：3kW充電=3.2kW・6kW充電=6kW） 
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充電設備を設置し、運用するに当たっては、その費用を誰がどのように負担す

るのかを決めなければなりません。最近では、設置から運用支援、収納代行まで

一括で行う事業者もあります（⇒参考資料 3）が、管理組合で行う場合は、次のよ

うな検討を行うことが必要です。 

 

（１）充電設備の設置に要する費用 

充電設備の設置やメンテナンスに要する費用については、居住者全員が負担

する方法と、充電設備を利用する受益者だけで負担する方法の２種類がありま

す。受益者だけで負担するやり方が居住者の合意は得られやすいと思います

が、設置工事の際に費用を充電設備の利用希望者に支払わせることにすると、

利用希望者の負担が大きくなり、また、設置後新たに利用希望者が現れた場合

に、改めて費用負担の取扱いを調整する必要があります。 

一つの考え方として、これまで駐車場契約者から使用料を管理組合が毎月徴

収していることから、管理組合を賃貸人ととらえた場合、民法 606条による

「賃貸人の修繕義務」として設置することも考えられますが、それぞれのマン

ションの駐車場の設置率や契約内容、管理組合としての考え方などによって

様々なケースが想定されます。 

そこで本マニュアルでは、充電設備の設置の際にマンションの共用設備とし

て修繕積立金を用いて設置し、その後、充電設備の利用者から、例えば月々の

利用料として回収する方法をモデルケースとして設定することとしています。 

 

（２）充電設備の運用に要する費用 

充電設備の運用に要する費用については、大きく分けて、電気料金と管理費

用の２つがあります。 

電気料金については、受益者である充電設備の利用者から徴収することを基

本としつつも、以下のような様々な方法が考えられます。 

 

① 電力量単位での従量課金 

使用した電力量に応じて、「1kWh：○円」といった課金をする方法です。受

益と負担の関係が明確ですが、従来の計量法に基づく検定に合格した電力量

計、もしくは新制度である特定計量制度に対応した充電器を使用しなければ

なりません。また、電力量の検針を管理組合等で実施する必要があることか

ら、利用者ごとに料金が異なるため料金徴収が煩雑になります。 

  この特定計量制度とは、2022年 4月 1日の法改正により新たに設けられ

たもので、電動車の充電器のように計量する電力量が特定されている場合

３．充電設備の設置・運用に掛かる費用負担の考え方 
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で、充電器メーカー等が届け出や定期的な点検等の一定条件を満たし、適正

な計量を行うための計測制度が確保されいると認められた計量器が内蔵され

た充電器については、メーカーが定める一定の使用期間は計量法における検

定は不要となるものです。 

 

② 充電時間または充電回数での従量課金 

充電時間に応じて「1分：○円」と課金したり、充電回数に応じて「1回：

○円」と課金したりする方法です。受益と負担の関係はある程度明確です

が、利用者毎に料金が異なるため料金徴収が煩雑になります。 

 

③ 駐車料金に定額を上乗せしての課金 

充電設備が設置された駐車場を用いる居住者の駐車料金を、その他の居住者

と比較して高く設定します。その差額は、想定される電気の使用量を考慮し

て定額とする方法です。電気の使用量が多い者も少ない者も同じ駐車料金に

なってしまいますが、料金の徴収が容易です。 

 

    また、管理費用については、保守契約費用や充電器の交換費用などが掛かり

ます。保守契約費用については、月当たり数千円から数万円まで保守契約の内

容によって様々ですので、設置する事業者に確認します。また、充電器につい

ても屋内と屋外での設置環境や使用頻度、普通充電器と急速充電器による違い

等があるため事業者に確認し、機器の改修や交換費用も計画に見込んでおく必

要があります。 

 本マニュアルでは、実際の運用に当たって、料金徴収をするための特別な体

制・設備を必要としない方法が、管理費用や管理組合の負担を抑えることがで

き、合意形成が容易であると考えられることから、③の駐車料金に定額を上乗

せする方法をモデルケースとして設定します。また、この方法であれば、将来

の機器交換を含めたメンテナンスや清掃等の管理費用についても、一定額を駐

車料金に上乗せすることにより賄うことができます。 

 
表 3-1.費用負担ごとのメリットとデメリット 

 電力量単位での従量

課金 

充電時間又は充電回数

での従量課金 

駐車料金に定額を上

乗せしての課金 

主なメリット 受益者負担の関係が

明確。

受益者負担の関係があ

る程度明確。 
料金徴収は、駐車場

料金の徴収と同じ方

法で容易に実施可。 
主なデメリット 専用の電力計の設置

など、料金徴収をす

るための体制・設備

に費用を要する。 

充電実績の記録装置の

導入など、料金徴収を

するための体制・設備

に費用を要する。 

走行距離が少ない者

も、多い者と同じ料

金を負担しなければ

ならない。 
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 このように充電設備の利用料金の徴収方法は複数あり、昨今ではこうした運用

面のサービス提供を行う事業者も多く、それぞれの組合の事情を踏まえながら徴

収方法を検討されることをお勧めします。利用者ごとに使用時間・使用回数が異

なり、受益と負担の関係を明確にした料金システムを導入したい場合などは、参

考資料３なども参考にご検討ください。 

 なお、「参考資料８．充電設備の費用を駐車場料金に上乗せする場合の考え方」

において、駐車料金に定額上乗せして徴収する方式を採用した場合に、どの程度

の上乗せ金額が生じるのかを充電器設置のモデルケースごとに試算した結果を掲

載しておりますので、こちらも参考にご検討ください。 
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充電設備の利用方法についても、以下のような様々な方法があります。 

①  充電設備を専用とする方法 

電動車を所有する居住者が専用使用する駐車場に、充電設備を設置する方法

です。その駐車場を使う人は、常に充電することが可能であるというメリッ

トがあります。 

②  充電設備を共用とする方法 

空いている駐車場や敷地の余剰スペースに共用の充電設備を設置し、一定の

ルールのもとで電動車の所有者がその充電設備を利用する方法です。ただ

し、この方法の場合、普通充電器では充電に時間を要するため利用可能人数

には限界（一般的な使用頻度を考慮すると 1充電設備に対して 2人以下）が

あるため、1つの充電スタンドで複数のコンセントまたは接続ケーブルがある

機器を選定することや複数台の充電器を設置することが適していると考えら

れます。 

③  電動車カーシェアリング 

電動車を居住者の共用として、その駐車場に充電設備を設置する方法です。

一般的に、運用のためには専用のシステムが必要となるほか、費用負担の方

法についても様々な方法が考えられるため、合意形成には時間を要すること

が予想されます。（⇒参考資料５参照）  

 
表 4-1.各利用方法によるメリットとデメリット 

 
充電設備を専用とする方法 充電設備を共用とする方法 カーシェアリング 

主なメリット 利用者は、好きな時にい

つでも充電できる。 

・空き駐車場を活用でき

る。 

・利用希望者が少ない場

合に設置費用を安く抑

えられる。 

・空き駐車場を活用で

きる。 

・居住者の自動車保有

コストを軽減でき

る。 

主なデメリット 後日、新たに利用希望者

が現れた場合、設備を追

加しなければならない。 

・新たに利用希望者が現

れた場合、設備を追加

しなければならない可

能性がある。 

・共用する利用者間での

使用時間等のルールが

必要。 

・運用するために予約

システム等が必要と

なるため、費用負担

が大きくなる。 

・既に自動車を所有し

ている居住者は賛成

しない可能性があ

る。 

・自由に電動車を利用

できない。 

4．充電設備の利用方法 
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既存マンションで電動車用充電設備を設置するに当たっては、これまで述べた

ように、まず普通充電設備とするか急速充電設備とするかを決める必要がありま

す。充電設備の設置については、電動車充電設備用に別途電気契約する場合と既

存電気容量の余剰範囲でできる場合、または全体幹線の引替え工事や変圧器の取

り替えなどにより容量をアップする場合などが考えられます。 

また、電気室などから充電設備の設置位置までの距離や、その経路によっては、

配線・配管を露出とするか架空配線や埋設配線とするかを考える必要があり、そ

れにより工事費用も変わってきます。 

こうした諸条件により工事費用は変動しますが、本マニュアルでは以下のモデ

ルケースについて概算工事費用を試算した結果を示します。（⇒参考資料７参照） 

なお、上記モデルケースの概算工事費用においては想定されておりませんが、

国や自治体の補助金を活用することで、設置にかかる負担を軽減させることも可

能です。（⇒参考資料１図参 1-3参照） 

 

モデルケース① 

 既存受電方式が低圧受電の場合など共用部の余剰が少ないケースで、共用部か

ら電源供給をする場合を想定した、壁付けコンセント型普通充電器（3kW）を1台

設置するケース。 
 
モデルケース② 

 新たな受変電設備を設けたり増強したりせずとも共用部から 12kW程度の容量が

確保できるケースで、共用部から電源供給をする場合を想定した、壁付けコンセ

ント型普通充電器（3kW）を 4 台、または壁付けケーブル型普通充電器（6kW）を

2台設置するケース。 
 
モデルケース③ 

 特別措置を利用して、壁付けコンセント型普通充電器（3kW）を、低圧受電

で、駐車場 10台分にポールで設置するケース。 
 
モデルケース④ 

 特別措置を利用して、6kW の壁付けケーブル付普通充電器を、高圧受電で、駐

車場 10台分にポールで設置するケース。 
 
モデルケース⑤ 

 特別措置を利用して、単相電源 30kW出力の急速充電器 1台を、低圧受電で設置

するケース。 
 
モデルケース⑥ 

 特別措置を利用して、三相電源 90kW出力の急速充電器 1台を、高圧受電で設置

するケース。 

     

５．充電設備の設置工事と費用 
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表 5-1.モデルケースによる工事費用の目安 

【普通充電器設置のモデルケース】※ 
モデルケース① モデルケース③ モデルケース④

電源供給元 共用部分電盤
特別措置利用
低圧受電

特別措置利用
高圧受電

電源 単相200V 単相200V 単相200V

壁付けタイプ
壁付けタイプ
＋ポール

壁付けタイプ
＋ポール

コンセントタイプ
3kW

1.コンセント
タイプ
3kW

2.ケーブル付
普通充電器

6kW

コンセントタイプ
3kW

ケーブル付
普通充電器

6kW

設置台数 1台 4台 2台 10台 10台

電源供給方法
既存分電盤から供

給
近隣電柱等
から引込・供給

近隣電柱等から引込
受変電設備から供給

配線・配管距離 約20m（露出） 約60m（架空） 約60m（埋設）

工事費用等 約46万円 約121万円 約193万円 約1192万円 約3104万円

約30m（露出）

既存分電盤から供給

普通充電器の種類

モデルケース②

共用部分電盤

単相200V

壁付けタイプ

 
【急速充電器設置のモデルケース】※ 

モデルケース⑤ モデルケース⑥

電源供給元
特別措置利用
低圧受電

特別措置利用
高圧受電

電源 単相200 V 三相415 V

急速充電器の出力 30kW 90kW

設置台数 1台 1台

電源供給方法 近隣電柱等から引込・供給
近隣電柱等から引込、
受変電設備から供給

配線・配管距離 架空距離約20m 埋設距離20m

工事費用等 約804万円 約2734万円
 

 ※上記の概算費用は一定の条件に基づく概算見積もりであるため、同様の工事内容であっても

工事費用等が大きく変動する可能性があります。 

 

   特に、電動車充電器設備用に特別措置を利用して別途電気契約をするした場合

については、認証システムや充電器用の照明等の附帯設備の電気容量も考慮しま

す。また、モデルケース④⑥のように契約容量が 50kVA 以上となる場合には高

圧受変電設備（キュービクル等）の設置が必要となり工事費用が大きく変わるた

め、設置を検討する際には詳細な打合せが必要となります。 

なお、急速充電器の出力が 50kWの機種を設置する場合であっても、1台の設

置であれば、ほとんどの場合、契約容量は 49kVA 以内におさまり、受変電設備

の設置は必要となりません。 

また、急速充電器には単相電源のものと三相電源のものがあります。特別措置

を用いて急速充電器を設置する場合、単相電源の急速充電器は電灯契約となるた

め、三相電源の充電器と比べて基本料金を大幅に安くすることができます。ただ

し、従量料金は高くなりますので、使用回数や費用の負担方法を踏まえて検討し

てください。 
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図 5-1.同一需要場所複数契約のイメージ 

 

急速充電器の設置にあたっては、充電器を利用する電動車の給電口と充電ケ

ーブルの引廻しの関係や、充電器のメンテナンススペースの確保、車止めや衝

突防止用パイプの設置など、運用方法を踏まえた検討が必要です。 

また、令和 3 年 3 月 1 日に改正された火災予防条例では、規制対象とする急

速充電設備の全出力の範囲が、20 ㎾を超え 200 ㎾以下に拡大されました。また、

全出力が 50 kW を超える急速充電設備は、消防署長に設置または変更の届出を

することが新たに義務化されました。詳しくは、各市町村で定めた条例を確認

する必要があります。（⇒参考資料 9参照） 
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  マンションに設置されている機械式駐車場に充電設備を設置する場合には、平

面駐車場とは異なる確認すべき事項があります。機械式駐車場については、機械

式駐車場技術基準・同解説（公益社団法人立体駐車場工業会発行 2017年版）で

事故防止等のための技術基準が厳しく定められており、その中の附属書Ｊで「電

気自動車（ＥＶ）対応の個別要求事項」が規定されています。機械式駐車場に充

電設備を設置する場合は当該メーカーに対応の可否を問い合わせる必要がありま

す。 

  また、電動車についてはバッテリーを搭載している分、車種によっては車両重

量が重くなり機械式駐車場の重量制限をオーバーするものもあるため、機械式駐

車場の使用契約については外寸の制限などと共に重量に関する制限も明記してお

く必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1.機械式駐車場への充電設備設置例 

  

6．機械式駐車場への充電設備の設置 
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  充電設備の設置に当たっては、設置に関する総会決議や、費用負担の取り決め

が不可欠です。ここでは「５．充電設備の設置工事と費用」の 6 つのモデルケー

スを想定して、考え方の一例を示します。

 

（１）設置に関する総会決議 

 モデルケース①～⑥のような充電設備の設置に関する総会決議については、国

土交通省公表の「マンション標準管理規約及び同コメント」によれば、「普通決

議でよい工事」に該当すると解釈することができます。 
表 7-1.マンション標準管理規約第 47条関係コメントによる判断例 

普通決議でよい工事 特別決議を要する工事 

・スロープ、手すりの設置工事  
・柱や梁の鉄板巻等の耐震補強工事  
・耐震壁や筋かいなどの耐震部材設置工事  
・防犯カメラ、オートロック設備の設置工事  
・光ファイバー敷設工事  
・外壁補修、鉄部塗装、屋上防水工事  
・給水管更生、更新工事  
・窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事  
・高置水槽等の撤去工事  

・エレベーターの新設工事  
・大規模な集会室、駐車場、駐輪場の増

改築工事  

 

（２）利用に関する管理規約等の変更 

 充電設備を専用とし、駐車料金に定額上乗せして利用料を徴収する方式を採用

する場合、駐車場使用細則を若干変更するだけで対応することが可能であると考

えられます。また、共用とする場合には、ルールなどを定めた使用細則が必要と

なります。これらのケースを想定した駐車場使用細則の例を「参考資料６．電動

車用管理規約と使用細則例」に掲載していますので参考にしてください。 
なお、充電設備の設置に当たり、付属施設や共用部分として管理規約に明確に

位置付けたい場合には、管理規約の改正が必要となり、特別決議（4分の 3以上
の賛成）を行わなければなりません。しかし、あくまでも個別の判断になります

が、「マンション標準管理規約」で定める「対象物件の表示（別表第 1））」に
「駐車場施設」とありますので、管理組合が充電設備はその一部であると考える

のであれば、付属施設として位置付けるための管理規約の変更は必要ありません。 
また、「共用部分の範囲（別表第 2）」には「電気設備」とありますので、管理

組合が充電設備はその一部であると考えるのであれば、共用部分として位置付け

るための管理規約の変更は必要ではありません。したがって、駐車場使用細則の

変更を普通決議（過半数以上の賛成）で行えば、充電設備の設置・運用が可能で

あるということになります。 
 

７．充電設備に関する合意形成 
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  電動車用充電設備の設置に当たっては、設備の種類、費用負担の方法、利用方

法など、様々な選択肢があります。充電設備に電気事業法における特別措置や、

国や自治体の補助制度もあることから、その選択肢にも広がりが出てきました。

本マニュアルではこうした選択肢の中から、今回は下記の 6つのモデルケースを

示しました。 

 

   ◇ 設置例（再掲） 

    モデルケース① 既存受電方式が低圧受電の場合など共用部の余剰が少な

いケースで、共用部から電源供給をする場合を想定した、壁付けコンセ

ント型普通充電器（3kW）を 1台設置するケース。 

 

モデルケース② 新たな受変電設備を設けたり増強したりせずとも共用部

から 12kW 程度の容量が確保できるケースで、共用部から電源供給をする

場合を想定した、壁付けコンセント型普通充電器（3kW）を 4 台、または

壁付けケーブル型普通充電器（6kW）を 2台設置するケース。 

 

モデルケース③ 特別措置を利用して、壁付けコンセント型普通充電器

（3kW）を、低圧受電で、駐車場 10台分にポールで設置するケース。 

 

モデルケース④ 特別措置を利用して、6kWの壁付けケーブル付普通充電器

を、高圧受電で、駐車場 10台分にポールで設置するケース。 

 

モデルケース⑤ 特別措置を利用して、単相電源 30kW 出力の急速充電器 1

台を、低圧受電で設置するケース。 

 

モデルケース⑥ 特別措置を利用して、三相電源 90kW 出力の急速充電器 1

台を、高圧受電で設置するケース。 

   

これらのモデルケースについては、設置費用や使用電気料などを駐車料金に上

乗せする場合の考え方を「参考資料８ 充電設備の費用を駐車場料金に上乗せす

る場合の考え方」で示しています。 

しかし、ここで示したモデルケース以外にも、それぞれの組み合わせやデマン

ドコントロールの活用、補助金活用で設置費用の低減を図ることなどで、電動車

の利用者（充電設備が設置された駐車場の契約者）からの徴収費用を抑えること

も可能です。また、充電設備を使用する台数が多くなれば１台あたりの負担額は

８．まとめ 
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少なくなることが見込めます。 

参考資料 10 に長期電動車充電設備設置計画の考え方も示していますので、導入

費用と今後の長期的な運用、維持管理費用も含めて、本マニュアルのケーススタ

ディを一つの参考として役立てていただき、管理組合の充電設備導入検討の一助

として活用いただければ幸いに存じます。 
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１．電動車の現況 

   電動車に関する国の施策としては、将来、次世代自動車が普及していくこと

が確実なことから、戦略策定を要する電動車に関して、「電池戦略」「資源戦略」

「インフラ整備戦略」「システム戦略」「国際標準化戦略」のアクションプラン

を示すため、経済産業省が産業界の代表や学界の有識者からなる「次世代自動

車戦略研究会」を立ち上げ、その研究会から 2010年 4月に「次世代自動車戦略

2010」が発表されました。この時の「次世代自動車戦略 2010」では、政府によ

る積極的な普及支援施策（開発・購入費補助、税制措置、インフラ整備等）を

実施されることを前提に、2030 年の次世代自動車の普及目標が定められ、電動

車については 20～30%の普及目標が掲げられていました。 

その後、2020 年 10 月に「2050 年カーボンニュートラル宣言」を行い、2050

年までに脱炭素社会を実現し、温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを目標

として、2021 年 6 月に「グリーン成長戦略」が策定され、自動車、蓄電池産業

においては、2035 年までに乗用車の新車販売に占める電動車の割合を 100％に

できるよう、包括的な措置を講じることとされました。（図参 1-1） 

インフラの整備は電動車の普及と表裏一体であり、電動車の導入支援と両輪で

進めていくこととされており、集合住宅は特に重点的に設置を促進していくこと

となっています。こうしたことから、特にマンションが多い都市部などの電動車

への転換は、今後加速度的に進むものと予測されています。（図参 1-2） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図参 1-1.グリーン成長戦略の概要 

参考資料１ 電動車の現況と今後の動向 
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図参 1-2.電動車の販売及び保有比率の推移 

 

２．充電設備の設置状況 

国内では、現在、急速充電器約 8000 基、普通充電器約 2 万 2 千基の合計 3 万

基が全国に設置されています。（表参 1-1） 

政府では、「グリーン成長戦略」において、「公共用の急速充電器 3 万基を含む

充電インフラを 15 万基設置し、遅くとも 2030 年までにガソリン車並みの利便

性を実現することを目指す。」こととしており、今後さらにインフラ網の拡充が

進んでいきます。 

また、安全で安心な充電設備の普及に向けて、例えば、急速充電設備について

は、CHAdeMO 協議会、普通充電設備については EVPOSSA（Electric Vehicle 

Power Supply System Association：一般社団法人電動車両用電力供給システム

協議会 https://evpossa.or.jp/index.html）など自動車メーカー、電気事業者、

充電機器メーカーなど、多くの企業等が参加する団体も普及拡大に向けた活動を

しています。 
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表参 1-1. 国内の公共施設や商業施設等の充電器設置箇所数 

（（株）ゼンリン 2021.３月末公表データ) 

順位 都道府県 急速充電 普通充電 順位 都道府県 急速充電 普通充電
1 神奈川県 417 25 山口県 143
2 愛知県 405 26 岩手県 135
3 埼玉県 385 27 滋賀県 131
4 北海道 332 28 愛媛県 124
5 東京都 331 29 石川県 116
6 兵庫県 305 30 大分県 110
7 千葉県 301 31 宮崎県 110
8 福岡県 298 32 秋田県 108
9 静岡県 265 33 山形県 98
10 大阪府 235 34 富山県 95
11 茨城県 214 35 奈良県 92
12 福島県 213 36 青森県 91
13 新潟県 195 37 和歌山県 90
14 群馬県 194 38 長崎県 89
15 長野県 190 39 高知県 89
16 岐阜県 179 40 佐賀県 88
17 栃木県 168 41 福井県 81
18 三重県 164 42 島根県 76
19 熊本県 155 43 鳥取県 75
20 京都府 153 44 山梨県 74
21 岡山県 152 45 香川県 67
22 鹿児島県 148 46 沖縄県 61
23 宮城県 148 47 徳島県 58
24 広島県 145 7,893 21340総計

 

 

３．電動車、充電設備の補助制度 

 電動車や充電設備の補助制度については、経済産業省で令和 3 年度補正予算とし

て「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金」が措置され、電動車

の購入者への購入支援や、充電・水素充てんインフラへの整備補助を行っていま

す。（図参 1-3） 

 令和 3 年度の補正予算では、マンションなどへの急速充電器支援対象の拡大、普

通充電器の更新・入れ替え、デマンドコントロール機器の補助上限引き上げ、高

圧受電設備の設置工事費に対する新たな助成制度など、充電インフラ等に関する

補助制度が強化されています。 

また、各自治体でも独自の補助金や国の補助金と併せて使える補助金制度を実施

している場合があります。 

予算事業の継続や補助金制度の内容などは毎年見直されていますので、国の補助

金については、経済産業省や執行事務局（令和 3 年度補正事業の事業事務局：一般

社団法人次世代自動車振興センター）のホームページ（ http://www.cev-

pc.or.jp/local_supports/kanto.html）をご確認ください。 

また、各自治体の補助金についても、設置場所の都道府県や市区町村のホームぺ

ージなどもご確認いただき、活用いただける補助金制度がないか事前にご確認され

ることをお勧めします。 
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図参 1-3.経産省令和 3年度補正予算による充電インフラ補助金概要 
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図参 1-4、1-5 は、例として国の令和 3 年度補正予算と東京都の令和 4 年度補

助事業を利用した場合の補助金のイメージです。普通充電器（コンセントスタン

ド型）1 台程度の設置であれば、自己負担がほとんどなく設置できるような手厚

い助成となっています。複数台設置の場合でも、機器購入費や設置工事費（重複

する工事は除く）は設置台数それぞれについて助成対象となります。 

  

※令和 4年度東京都充電設備導入促進事業（集合住宅） 

急速充電設備 普通充電設備、V2H等

設置工事費 上限： 309万円※ 上限： 81万円※

受変電設備設置にかかる
部材費及び労務費
上限： 435万円※

 ※　国の補助金を併用する場合は、その分を差し引く

設備購入費

受変電設備
設置・改修費

－

全額（税抜き）
※機種に応じた上限あり

半額（税抜き）
※機種に応じた上限あり
（普通充電器10万円）

 

 

 

図参 1-4.国と東京都の補助事業を活用した普通充電器購入費のイメージ 

 

 

図参 1-5.国と東京都の補助事業を活用した普通充電設備工事費のイメージ 
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   表参 1-2は、令和 3年度補正予算で分譲マンションの設置工事に係る各工事区

分の補助金交付上限額となっていますので参考にしてください。 

 
表参 1-2. 一般社団法人次世代自動車振興センターホームページ 

「事業ごとの設置工事に係る補助金交付上限額」よりマンション関係を抜粋 

工事の補助率
説明

(1) 充電設備設置工事費 単位

基数 ア.基礎・据付工事費

基数 イ.搬入・運搬工事

② 電気配線工事費 基数

③ 高圧受電設備設置工事費 申請
設置する充電設備出力の総和に

応じた額
※3

④ 特別措置に基づく受電工事費 申請

(2) 案内板設置工事費 単位

案内板 申請

(3) 付帯設備設置工事費 単位

① 充電スペースのライン引き 基数

② 路面表示 基数

③ 屋根 基数

④ 小屋 基数

⑤ 充電設備防護用部材 基数

⑥ 電灯 基数

(4) その他設置に係る費用 単位

① 雑材・消耗品費、養生費 申請

図面作製費 10 10 10 10 10 10

レイアウト検討費 45※2 45※2 45※2 45※2 45※2 45※2

電力会社立会・協議費 5 5 5 5 5 5

③ 安全誘導員費 申請

④ 停電回避費 申請

⑤ 充電スペース造成費 申請
既設マンションへの設置工事で認

められた場合

⑥ (1)～(3)の工事でかかったその他労務費 申請 現場管理費、世話役等の労務費

補助金交付上限額（高圧受電設備の設置「無」）

補助金交付上限額（高圧受電設備の設置「有」）

※1:既存の充電器を撤去し、新たに普通充電設備、コンセント、コンセントスタンドの設置のみを行う場合の工事補助率は1/2以内

※2:既存マンション等に設置する場合のレイアウト検討費の上限

※3:50kW以上90kW未満200万円、90kW以上150kW未満300万円、150kW以上400万円

(3)小計

設置場所

駐車場形態

充電設備の補助率

対象となる充電設備

補助対象となる工事区分及び工事項目

① 充電設備設置工事費

② レイアウト検討・図面作製費 申請

(1)小計（(1)③を除く）

(2)小計

一つの申請で屋根と小屋を重複し

て選択はできない

（単位:万円）

平置き

急速

(50kW以上)

急速

(10kW以上

50kW未満)

平置き

普通・コンセントスタンド

定額（1/1以内）・1/2以内
※1定額（1/1以内）

コンセント

分譲・賃貸マンション等

1/2以内

258

5

15

45

60 60

25 25

8

130

400

95

258

8

130

400

95

5 5

15

50

45

8

5

78

45

8

5

17

147

140

540

15

50

17

147

108

508

平置き 機械式

15

1(壁付0.5)

65

400

30

111

78

5

15

45

50

8

113

135

535

78

5

10

83

135

535

20

5

10

20

平置き 機械式

2 50

8

50

1(壁付0.5)

120

400

30

201

65 120

30 30

97 200

400

5

60 60

5

15

45

45

8

5

78

20

20

5

15

45

45

8

5

60 60

495

10

8

83

135

535

10

50

8

113

95
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従来、電気需給契約は、同一敷地内においては一つの契約とすることが原則とな

っていますが、電動車の普及がグリーンイノベーション推進の観点から重要であり、

現在の電動車の走行能力にも鑑みて、その普及促進には充電器の整備が不可欠であ

ることから、平成 24年 4月 1日より電動車用急速充電器を設置する場合に「同一敷

地内において複数の電気需給契約が可能となる特別措置」が適用されました。 

 その後、令和 3 年 4 月 1 日の電気事業法の改正により、急速充電器だけでなく普

通充電器についても同一敷地内複数契約をすることが可能となりました。ただし、

電気事業法施行規則第 3条第 3項第 1号から第 4号までを満足するものに適用され、

電力会社へ電気使用を申しむ際に「特例区域等の適用に関する確認書」を提出し、

特例需要場所として必要要件が満足していることを確認する必要があります。同確

認書は、各電力会社のホームページから取得できます。 

 

 

 

 

 

 

 

図参2-1. 同一敷地内複数契約のイメージ 

出展：経済産業省 資源エネルギー庁 

 

特例需要場所への該当を判断するに当たっては、規則第 3条第 3項第 2号におい

て、「保安上の支障がないことが確保されていること」が要件の一つとなっていま

す。「保安上の支障がない」と判断する基準について一部紹介します。 

 ①新しく設置する電動車用充電設備が、電気設備に関する技術基準を定める省令

を満たす設備であること 

 ②新しく設置する電動車用充電設備と当該マンションの電気室などの電気設備が

電気的に接続されていないこと 

 ③新しく設置する電動車用充電設備及び配線が、当該既存マンションの電気設備

及び配線と識別可能なように施設されていること 

 ④新しく設置する電動車用充電設備の点検等のため、構内に立ち入る場合にあっ

ては、当該既存マンションの電気設備の設置者等が立ち会うなど、立入りが認

められるとともに誤認による事故等が発生しないように予め申し合わせがなさ

れていること 

参考資料２ 電動車用充電器の同一敷地内複数契約を可能とする特別措置 
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【電気事業法施行規則第 3条】 

以上の、基準の詳細については、電力安全小委員会で整理された内容が経済産業

省産業保安グループのＨＰに掲載されているのでご確認ください。（経済産業省「一需要

場所・複数引込」及び「複数需要場所・一引込」の電気事業法上の取扱い（電気保安）について

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/juyoubasyohikikomi.pdf） 

 ただし、この特別措置については、太陽光発電設備やＶ２Ｈ（Vehicle to Home）

充電設備（電動車の電力を家庭側（マンション側）に供給する仕組み）についても

同規定の中で示されていますが、太陽光発電設備の利用やＶ２Ｈとするには別途検

討が必要なため、本マニュアルでは言及しておりませんが、災害時を見据えたＶ２

Ｈの利用については、今後の検討課題といえます。 

 

 
                 図参 2-2.V2Hのイメージ 

第三条 法第二条第一項第五号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要は、

一の需要場所ごとに次の各号のいずれかに該当するものとする。 

～略～ 

３ 前項第一号から第三号までに掲げる一の需要場所（以下この条において「原需要場所」

という。）において、災害による被害を防ぐための措置、温室効果ガス等の排出の抑制等の

ための措置、電気工作物の設置及び運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益

に資する措置に伴い必要な設備であって、次の各号に掲げる要件を満たす設備（当該設備を

使用するために必要な電灯その他の付随設備を含む。）が設置されている場所を含む必要最

小限の場所（以下この項において「特例需要場所」という。）については、当該設備の設置

に際し、当該設備に係る電気の使用者又は小売電気事業者から一般送配電事業者に対して申

出があったときは、前項の規定にかかわらず、一の需要場所とみなす。 

一 公道に面している等、特例需要場所への一般送配電事業者の検針並びに保守及び保安等

の業務のための立入り（当該設備の全部又は一部が壁面等に設置されている場合にあっては

当該設備付近への一般送配電事業者の立入り）が容易に可能であり、かつ、特例需要場所以

外の原需要場所への一般送配電事業者の立入りに支障が生じないこと。 

二 原需要場所における他の電気工作物と電気的接続を分離すること等により保安上の支障

がないことが確保されていること。 

三 特例需要場所における配線工事その他の工事に関する費用は、当該特例需要場所の電気

の使用者又は小売電気事業者が負担するものであること。 

四 特例需要場所を一の需要場所とみなすことが社会的経済的事情に照らして著しく不適切

であり、当該特例需要場所を供給区域に含む一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者

の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。 
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電動車の充電は、利用者ごとに使用時間・使用回数が異なります。そのため、厳

密に受益と負担の関係を明確にしたい場合には、「誰が」「どのくらい」充電をした

かの実績を記録するためのシステムが必要となります。このようなシステムは、マ

ンション用としてもすでにサービス提供事業者から提供されており、これらを導入

することで、使用時間や使用回数に応じた課金を利用者に対しすることが可能で

す。 

近年、充電器の相談から設置、運用まで、一連でサービスを提供する事業者が増

えてきていますが、図参 3-1にあるように、提供するサービスは事業者ごとに異な

る場合もありますので、どのようなサービスが提供してもらえるかを確認する必要

があります。 

 

 
図参 3-1 各事業者の提供サービスの種類 

 

サービス提供事業者については、前述の一般社団法人次世代自動車振興センター

のホームページ（http://www.cev-pc.or.jp/juden_ichiran/juden_service.html）で紹

介しておりますので、地域性やサービス内容を考慮し、各事業者にご相談くださ

い。 

 

 

  

参考資料３ マンション用充電器のサポートサービス 
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  株式会社東京カンテイが 2015年に公表した調査では、2010年から 2014年に新

規供給されたマンションのマンション駐車場設置率は、図参 4-1のようになってい

ます。

  また、図参 4-2 の当協会会員社へのアンケート結果（2022 年実施）によると、

直近 5 年間で手掛けた駐車場改修工事 167 件の内訳は次のグラフのようになって

いました。この数字で見ると増設工事が 8件、機械式駐車場の廃止工事が 49件と

上回っている状況です。これは、機械式駐車場のランニングコストやハイルーフ

車が入らない、車の出入手間、などから近隣の平場駐車場に居住者車両が移って

しまい、空きが出てしまうことなどが要因のようです。特に高経年マンションで

は、居住者の高齢化とともに車を手放すケースも出てきています。もちろん、駐

車場の不足問題に悩むマンションも約半数あるということなので、マンションご

との事情により、改修ニーズが違うことを前提にしなければなりません。 

 

 

 

図参 4-1. マンション駐車場設置率（2010年～2014年） 

出典：東京カンテイ 

参考資料４ マンションの駐車場充足率 
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図参 4-2.直近 5年間で行った駐車場改修工事アンケート結果（2022年 2月時点 総数 167件） 
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  最近の新築マンションでは、電動車のカーシェアリングが付加されたものが供

給されるものもあります。まだ、電動車に馴染みがない方にも、とりあえず乗っ

てみて、その良さを知ってもらうという狙いもあります。

  カーシェアリングの方法については、 

  ① マンション管理組合で所有し、管理組合で運営する 

  ② リース車を使用して、管理組合で運営する 

  ③ カーシェアリングサービスを提供する民間事業者に委託する 

などの方法がありますが、管理組合の公平性や受益者負担を勘案すると、まだ現

時点では電動車の購入価格が高価なこと、メンテナンス、運用に掛かる手間暇を

要するなどといった面から、合意形成を得ることが難しいと思われます。 

  現在、既存マンションへのカーシェアリングサービスを展開している民間事業

者もあり、予約管理からメンテナンス、24 時間対応など、オールインワンで提供

されているので、電動車対応マンションとしての第一段階としては導入しやすい

ものといえます。この場合、管理組合全体で共有するか希望者のグループで共有

するか、といった選択により個々の負担額が変わることになります。 

  カーシェアリングを行う民間事業者の数は徐々に増えてきているようですが、

具体的な内容についてはカーシェアリングのためのシステムを提供している企業

等にお問い合せ下さい。 

 

  

参考資料５ カーシェアリング 



- 33 - 
 

 

 

 １．電動車充電設備設置管理規約 

   国土交通省が公表しているマンション標準管理規約（単棟型）では、駐車場

の使用について次のように書かれています。

 【マンション標準管理規約】 

（駐車場の使用） 
第 15 条 管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分所有者に駐車場

使用契約により使用させることができる。 
2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に
駐車場使用料を納入しなければならない。 

3 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は
貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。 

（使用料） 
第 29 条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料（以下「使用料」と

いう。）は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立て

る。 

 

【マンション標準管理規約コメント】 

 第 15条関係 
① 本条は、マンションの住戸の数に比べて駐車場の収容台数が不足しており、駐車

場の利用希望者（空き待ち）が多いという一般的状況を前提としている。 
  近時、駐車場の需要が減少しており、空き区画が生じているケースもある。駐車

場収入は駐車場の管理に要する費用に充てられるほか、修繕積立金として積み立て

られるため（第 29 条）、修繕積立金不足への対策等の観点から組合員以外の者に使
用料を徴収して使用させることも考えられる。その場合、税務上、全てが収益事業

として課税されるケースもあるが、区分所有者を優先する条件を設定している等の

ケースでは、外部貸しのみが課税対象となり区分所有者が支払う使用料は共済事業

として非課税とする旨の国税庁の見解（「マンション管理組合が区分所有者以外の

者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)」（平
成 24年 2月 3日国住マ第 43号）及びこれに対する回答（平成 24年 2月 13日））
が公表されているため、参照されたい。 

② ここで駐車場と同様に扱うべきものとしては、倉庫等がある。

③ 本条の規定のほか、使用者の選定方法をはじめとした具体的な手続き、使用者の

遵守すべき事項等駐車場の使用に関する事項の詳細については、「駐車場使用細

則」を別途定めるものとする。また、駐車場使用契約の内容（契約書の様式）につ

いても駐車場使用細則に位置づけ、あらかじめ総会で合意を得ておくことが望まし

い。 
④ 駐車場使用契約は、次のひな型を参考とする。 

駐車場使用契約書 
 ○○マンション管理組合（以下「甲」という。）は、○○マンションの区分所有

者である○○（以下「乙」という。）と、○○マンションの駐車場のうち別添の図

に示す○○の部分につき駐車場使用契約を締結する。当該部分の使用に当たって

は、乙は下記の事項を遵守するものとし、これに違反した場合には、甲はこの契約

を解除することができる。 
記 

参考資料６ 電動車用管理規約と使用細則例 



- 34 - 
 

１ 契約期間は、   年 月 日から   年 月 日までとする。ただし、乙

がその所有する専有部分を他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したとき

は、本契約は効力を失う。 
２ 月額○○円の駐車場使用料を前月の○日までに甲に納入しなければならない。 
３ 別に定める駐車場使用細則を遵守しなければならない。 
４ 当該駐車場に常時駐車する車両の所有者、車両番号及び車種をあらかじめ甲に

届け出るものとする。 
⑤ 第 3項は、家主同居型の住宅宿泊事業を実施する場合は、対象としていないと考え
られる。 

⑥ 車両の保管責任については、管理組合が負わない旨を駐車場使用契約又は駐車場

使用細則に規定することが望ましい。 
⑦ 駐車場使用細則、駐車場使用契約等に、管理費、修繕積立金の滞納等の規約違反

の場合は、契約を解除できるか又は次回の選定時の参加資格をはく奪することがで

きる旨の規定を定めることもできる。 
⑧ 駐車場使用者の選定は、最初に使用者を選定する場合には抽選、２回目以降の場

合には抽選又は申込順にする等、公平な方法により行うものとする。 
また、マンションの状況等によっては、契約期間終了時に入れ替えるという方法

又は契約の更新を認めるという方法等について定めることも可能である。例えば、

駐車場使用契約に使用期間を設け、期間終了時に公平な方法により入替えを行うこ

と（定期的な入替え制）が考えられる。 
なお、駐車場が全戸分ある場合であっても、平置きか機械式か、屋根付きの区画

があるかなど駐車場区画の位置等により利便性・機能性に差異があるような場合に

は、マンションの具体的な事情に鑑みて、上述の方法による入替えを行うことも考

えられる。 
駐車場の入替えの実施に当たっては、実施の日時に、各区分所有者が都合を合わ

せることが必要であるが、それが困難なため実施が難しいという場合については、

外部の駐車場等に車を移動させておく等の対策が考えられる。 
 

⑨ 駐車場が全戸分ない場合等には、駐車場使用料を近傍の同種の駐車場料金と均衡

を失しないよう設定すること等により、区分所有者間の公平を確保することが必要

である。 
また、平置きか機械式か、屋根付きの区画があるかなど駐車場区画の位置等によ

る利便性・機能性の差異や、使用料が高額になっても特定の位置の駐車場区画を希

望する者がいる等の状況に応じて、柔軟な料金設定を行うことも考えられる。 

  

第 29条関係 
機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多額の費用を要することから、

管理費及び修繕積立金とは区分して経理することもできる。 

 

   この標準管理規約を準用する限りでは、単純な電動車用充電器を設置する場合

は使用細則の中で取り決めすることができます。 

 

 ２．駐車場使用細則モデル 

   ここで想定される使用細則モデルとしては、①一般の駐車場使用細則に電動

車用充電器設置駐車場使用細則を足したモデルと、②民間事業者へ委託するカ

ーシェアリング使用細則、③急速充電器使用細則の３つが考えられますが、カ

ーシェアリングの場合は、運営事業者との委託契約に基づく取り決めが基本と
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なりますので、ここでは①の場合について公益財団法人マンション管理センタ

ーのマンション管理サポートネット使用細則モデルの駐車場使用細則をベース

にした使用細則と③急速充電器使用細則の一例を示します。 

また、管理組合運営型カーシェアリングについては、道路運送法の共同使用申

請、保険、メンテナンス、運用条件、料金体系等個々の実態に合わせて作り上げ

る必要があるため、本マニュアルでは省略しています。 

 

【①の例：マンション管理サポートネット使用細則モデル（駐車場使用細則）を修正】 

（趣旨） 
 第 1条 この細則は、○○マンション管理規約（以下「規約」という｡) 第 18条（使
用細則）の規定に基づき、規約第 15 条（駐車場の使用）に規定する駐車場の管
理又は使用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 
 第 2 条 この細則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 
  一 管理組合 規約第 6 条（管理組合）第１項に規定する○○マンション管理組

合をいう。 
  二 駐車場使用契約 規約第 15条（駐車場の使用）第１項に規定する駐車場使用

契約をいう。 
  三 管理費等 規約第 24条（管理費等）に規定する管理費等をいう。 
  四 使用料 規約第 28条（使用料）に規定する駐車場使用料その他敷地及び共用

部分等に係る使用料をいう。 
  五 理事長 規約第 33条（役員）に規定する理事長をいう。 
  六 総会 規約第 40条（総会）に規定する総会をいう。 
  七 理事会 規約第 49条（理事会）に規定する理事会をいう。 
  八 駐車場使用者 管理組合と駐車場使用契約を締結して駐車場を使用する区分

所有者をいう。 
九 充電設備付駐車場使用者 管理組合と充電設備付駐車場使用契約を締結して

駐車場を使用する区分所有者をいう。 
 （使用の申込み） 
 第 3 条 駐車場使用契約の申込みは、別記様式第１による書面(以下｢契約申込書」
という。）書面を理事長に提出してしなければならない。ただし、区分所有権を

有しない者は申込みをすることができない。 
 2 区分所有者は、2 以上の駐車場使用契約の申込みをすることができない。一の専
有部分につき 2以上の区分所有者が存在する場合であっても、同様とする。 

 3 次の各号の一に該当する場合には、区分所有者は、駐車場使用契約の申込みをす
ることができない。 

  一 管理費等、使用料、その他の管理組合へ納入すべき費用の納入を○月以上滞

納しているとき。 
  二 所有する専有部分を他の区分所有者又は第三者に貸与しているとき。 
  三 管理組合と駐車場使用契約を既に締結しているとき。 
 （契約申込受付台帳への登録） 
 第 4 条 理事長は、契約申込書を受理したときは、契約申込受付台帳に登録するも

のとする。 
 2 前項の登録の順位は、契約申込書の受理の前後による。 
 3 登録を受けた区分所有者が、前条第３項各号の一に該当するに至ったとき又は該
当することが判明したときは、理事長は、その登録を消除することができる。登

録を受けた区分所有者が、その所有する専有部分を他の区分所有者又は第三者に
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譲渡したときも、同様とする。 
 （契約者の決定等） 
 第 5 条 理事長は、契約申込受付台帳の登録順に駐車場使用契約を締結しようとす

る区分所有者（以下「契約予定者」という。）を決定する。駐車場使用契約の解

除又は解約により駐車場使用契約が終了する場合において、その駐車場について

新たに契約予定者を決定するときも、同様とする。 
 ２ 前項の規定により契約予定者を決定したときは、その者の契約申込受付台帳の

登録を消除する。 
 （駐車場使用契約の締結） 
 第 6 条 理事長は、前条第 1 項の規定に基づき契約予定者を決定したときは、遅滞
なく、別記様式第2による書面（以下｢駐車場使用契約書｣という。）でその契約予
定者と駐車場使用契約を締結するものとする。 

 2 理事長が契約予定者に対し、駐車場使用契約を締結すべき旨を通知したにもかか
わらず、この通知から○日以内に駐車場使用契約書による駐車場使用契約を締結

しないときは、その者に係る前条第 1項の決定を取消すことができる。 
 （契約期間） 
 第 7条 駐車場使用契約の契約期間は、○年間とする。 
 （駐車区画の指定） 
 第 8 条 駐車場使用者が使用する駐車場は、駐車場使用契約書に区画の番号を記載

することによりその位置を特定する。 
 2 前項の区画の配置については、規約第 15 条（駐車場の使用）第１項において規
定する別添の図に示すものとする。 

 3 駐車場使用者は、使用する駐車場の位置の変更を求めることができない。 
 （契約自動車） 
 第 9 条 駐車場に駐車する自動車は、前条第１項の規定により特定された駐車場に

その全体を収容することができるものでなければならない。 
 2 駐車場使用者は、駐車場に駐車する自動車を駐車場使用契約書に記載して特定し
なければならない。ただし、駐車場使用契約を締結すべきときに駐車場に駐車す

る自動車を保有せずこの特定ができない場合には、駐車場使用者がこれを保有し

た後、すみやかに次項に規定する書面で届け出ることにより、この記載に代える

ことができる。 
 ３ 駐車場使用者は、駐車場に駐車する自動車を変更したときは、すみやかに理事

長に別記様式第 3による書面で届け出なければならない。 
 （駐車場使用料の納入等） 
 第 10条 規約第 15条（駐車場の使用）第２項の駐車場使用料は、規約第 57条（管
理費等の徴収）第１項の規定により、駐車場使用者が当月分を前月の○日までに

一括して納入しなければならない。 
 2 前項の駐車場使用料は、一般駐車場月額○円、充電設備付駐車場○円とし、一月
に満たない期間の駐車場使用料は、一月を 30 日として日割計算（10 円未満の端
数は切捨て）した額とする。 

 3 前項の規定にかかわらず、駐車場使用料の額、賦課徴収方法その他の駐車場の管
理又は使用に関する事項（これらの変更に関する事項を含む。）について総会の

決議があったときは、駐車場使用者は、これに従わなければならない。 
 （契約の解除等） 
 第 11条 理事長は、駐車場使用者が管理費等、使用料その他の管理組合へ納入すべ

き費用の納入をしない場合において、その支払いの催告にもかかわらず第 3 条第
3 項第一号に該当することとなったときは、直ちに駐車場使用契約を解除するこ
とができる。 

 2 駐車場使用者が規約第 15 条（駐車場の使用）第 3 項に規定する譲渡又は貸与を
したときは、その譲渡又は貸与があった時に駐車場使用契約は効力を失う。 

 3 前二項に規定するほか、駐車場使用者が法令、規約、この細則又は駐車場使用契
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約書の規定に違反した場合において、その是正及び原状回復の請求に応じないと

きは、理事長は、理事会の決議を経て駐車場使用契約を解除することができる。 
 （駐車場使用者からの解約等） 
 第 12条 駐車場使用者は、管理組合に対して１月前までに別記様式第 4による書面
をもって解約の申入れを行うことにより、駐車場使用契約を解約することができ

る。 
 2 前項の書面による駐車場使用契約の解約の申入れから前条第 2項の譲渡又は貸与
までの期間が 1 月未満であるときは、管理組合は、解約申入れの日から 1 月分の
駐車場使用料（駐車場使用契約の失効後の駐車場使用料相当額を含む。）をその

者から徴収することができる。ただし、駐車場使用者がその譲渡又は貸与をする

までの間に前項の書面による解約の申入れをしないときは、管理組合は、その譲

渡又は貸与があったことを知った日からなお 1 月を経過する日までの駐車場使用
料相当額を徴収することができる。 

 （禁止事項） 
 第 13条 駐車場使用者は、駐車場に工作物を設置し、又はガソリン、オイル、バッ

テリー、タイヤその他の物品を放置してはならない。 
 2 駐車場使用者は、契約自動車以外の自動車を駐車し、又は第三者にこの駐車場を
使用させ、若しくは駐車場の使用権を譲渡することができない。 

 
 （充電設備付駐車場の使用） 
 第 14条 充電設備付駐車場使用者は、次の事項を遵守しなければならない。 
一 充電器ボックスの鍵は、使用時以外は必ず施錠すること。 
二 契約電動車の充電以外の目的で充電器を使用しないこと。 
三 充電器及び施設に損傷、汚損を与えたときは、速やかに管理組合に連絡

し、その指示に従うこと。 
四 充電器を使用する場合は、取扱説明書の内容に従うこと。 
五 その他、管理組合又は理事会の定める事項及び指示に従うこと。 

（明渡し等） 
 第 15 条 駐車場使用者は、駐車場使用契約が終了する日までに（第 11 条の規定に
基づき契約の解除等がなされた場合にあっては、直ちに）、駐車場を明け渡さな

ければならない。 
 2 駐車場使用者が前条及び前項の義務を履行しない場合において、本項から第５項
までに規定する措置以外の方法によってその履行を確保することが困難であり、

かつ、その不履行を放置することによって区分所有者の共同の利益を著しく害す

ることが明らかであるときは、管理組合は、自ら自動車及び残置物の移動その他

の必要な措置を講じ、又は第三者をしてこれを講じさせ、その費用を当該駐車場

使用者又は前項の義務を履行しない者（以下この条において「義務者」という｡) 
から徴収することができる。 

 3 前項の規定による措置をするには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行
がなされないときは、当該措置をなすべき旨を示して、あらかじめ義務者に通知

を発しなければならない。 
 4 義務者が前項の期限までにその義務を履行しないときは、理事長は､総会の決議
を経て、当該措置をする時期及び当該措置に要する費用の概算による見積額を示

して、義務者に通知を発するものとする。 
 5 規約第 41 条（招集手続）第 2 項及び第 3 項の規定は、前二項の通知に準用す
る。 

 （自動車保管場所使用承諾証明書） 
 第 16条 理事長は、駐車場使用者が自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規

則第１条第１項第一号に規定する書面により、駐車場をその保有する自動車の保

管場所として使用することを管理組合が承諾した旨の証明を求めたときは、遅滞

なく、その証明を行うものとする。 



- 38 - 
 

 （事務の委託） 
 第 17条 理事長は、この細則に定める事務の全部又は一部を、第三者に委託するこ

とができる。 
 （細則外事項） 
 第 18条 この細則に定めのない事項については、規約又は他の使用細則の定めると

ころによる。 
 （細則の改廃） 
 第 19条 この細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、

この細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経な

ければ、することができない。 
 （細則原本） 
 第 20条 この細則を証するため、理事長及び理事長の指名する 2名の区分所有者が
記名押印した細則を 1通作成し、これを細則原本とする。 

 2 細則原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があ
ったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につ

き、相当の日時、場所等を指定することができる。 
 3 理事長は、所定の掲示場所に、細則原本の保管場所を掲示しなければならない。 
 
 附 則 
 （細則の発効） 
 第 1条 この細則は、○○年○月○日から効力を発する。 
 （経過措置） 
 第 2 条 規約附則第 5 条（経過措置）に規定する区分所有者と○○会社との間で締
結した駐車場使用契約に関する書面は、第 6 条第 1 項の規定により締結した駐車
場使用契約書とみなす。 
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 別記様式第 1 契約申込書（第 3条第 1項関係） 
 

駐 車 場 使 用 契 約 申 込 書 
 
                                                           年  月  日 
 
  ○○マンション管理組合 
   理事長  ○ ○ ○ ○  殿 
 
 私は、駐車場使用細則第 3条第 1項の規定に基づき、この申込書により、次のとお
り駐車場使用契約の申込みをします。 
 
                              申込者（区分所有者）氏名        印 
 
        一、住戸番号    号室 
        二、駐車する自動車の用途 
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別記様式第 2 駐車場使用契約書（第 6条第 1項関係） 
 

駐 車 場 使 用 契 約 書 
                                
（契約の締結） 
 第 1 条 ○○マンション管理組合（以下「甲」という。）と○○マンション 

号室区分所有者        （以下「乙」という。）とは、○○マンション

管理規約（以下「規約」という。）第15条第1項及び駐車場使用細則（以下「細
則」という。）第 6 条第 1 項の規定に基づき、○○マンションの駐車場（以下
「駐車場」という。）に乙の保有する自動車を駐車するため、以下の条項により

駐車場使用契約を締結した。 
 
（駐車場の区画番号） 
 第 2条 乙が使用する駐車場については、次の表に定めるとおりとする。 
 
  駐車場の表示（区画の番号）  第      番  
        
（駐車する自動車） 
 第 3 条 乙が駐車場に駐車する自動車（以下「契約自動車」という。）は、次の表

に記載するものに限る。ただし、細則第 9 条第 2 項ただし書に規定する場合に
は、同項に定める届出により、この表の記載に代えることができる。 

 
 一 車 名     
 二 自動車登録番号     
 三 自動車の用途   
 
 2 乙は、細則第９条第３項に規定する書面で届け出ることにより、契約自動車を

変更することができる。 
 
 （契約期間） 
 第4条 契約期間は、  年 月 日から  年 月 日までとする。ただし、乙

が規約第 15条第 3項に規定する譲渡又は貸与をしたときは、その譲渡又は貸与
があった時にこの契約は効力を失う。 

 
 （駐車場使用料） 
 第 5条 乙は、細則第 10条に定める駐車場使用料を同条に定めるところにより甲

に支払わなければならない。 
 2 前項の規定にかかわらず、駐車場使用料の額、支払方法その他の駐車場の管理

又は使用に関する事項（これらの変更に関する事項を含む。）について総会の決

議があったときは、駐車場使用者は、これに従わなければならない。 
 
 （保管及び使用等の責任） 
 第6条 駐車場における契約自動車の保管及び充電設備の使用等については、乙の

責任において行わなければならない。 
 
 （事故解決等の責任） 
 第7条 ○○マンションの敷地内において、契約自動車の運行によって事故及び紛

争が発生したときは、乙は、誠実にその解決又は処理に当たらなければならな

い。 
 
 （契約に定めなき事項） 
 第8条 この契約の解約、解除、駐車場使用料の納入その他この契約書に定めのな
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い事項については、規約又は細則の定めるところによる。 
 
 甲と乙は、以上のとおり駐車場使用契約を締結したことを証するため、この契約

書 2通を作成し、記名押印の上、各自その 1通を保有する。 
 
          年  月  日 
 
                 甲 ○○マンション管理組合

                     理 事 長     ○○○○   印 
 
                 乙 ○○マンション      号室 
                    区分所有者氏名          印 
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別記様式第 3 契約自動車変更等届（第 9条第 3項関係） 
 

契 約 自 動 車 変 更 等 届 
 
                                                             年  月  日 
 
  ○○マンション管理組合 
  理事長  ○ ○ ○ ○  殿 
 
 私は、○○マンションの駐車場使用契約を締結して使用中のところ、駐車する自

動車を変更（又は新たに保有）したので、駐車場使用細則（以下「細則」という。）

第 9条第 3項及び駐車場使用契約書第 3条第 2項の規定（又は第 9条第 2項ただし
書及び駐車場使用契約書第 3条第 1項ただし書の規定）に基づき、この書面により、
次のとおり届け出ます。 
 
                   届出者（駐車場使用者）氏名          印 
 
駐車場の表示（区画の番号）  第      番 
 
変更(又は新たに保有)後の自動車 
    一 車名  
    二 自動車登録番号    
    三 自動車の用途  
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別記様式第 4 解約申入書（第 12条第１項関係） 
 

解 約 申 入 書 
 
                                                           年  月  日 
 
    ○○マンション管理組合 
    理事長  ○ ○ ○ ○  殿 
 
 私は、○○マンションの駐車場使用契約を締結し使用中のところ、この駐車使用

契約を解約したいので、駐車場使用細則第 12 条に基づき、この申入書により、次の
とおり解約の申入れをします。 
 
                             申入者氏名          印 
 
    駐車場の表示（区画の番号）  第      番 
 
  解約日     年  月  日 
 
※  解約の申入れは、解約日の 1月前までにしなければなりません。 
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【③の例：急速充電設備使用細則例】 

  急速充電設備を新たに設置し、共同で使用する場合、急速充電設備使用細則例

と合わせて現状の駐車場使用細則の修正例を参考にして下さい。 
【駐車場使用細則】 
（定義） 
第 2条  
  九 急速充電区画 急速充電設備使用細則に基づき、急速充電設備使

用契約を締結した者が共同で使用する急速充電設備を備えた区画をい

う。 
（規則外事項） 
第17条 急速充電区画の使用については、急速充電設備使用細則による。 

2 この細則に定めのない事項については、規約または他の使用細則
の定めるところによる。 

 

（趣旨） 
 第 1条 この細則は、○○マンション管理規約（以下「規約」という｡) 第 15条（駐
車場の使用）及び第 18条（使用細則）の規定に基づく駐車場使用細則のうち、急
速充電区画の管理又は使用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 
 第 2 条 この細則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 
  一 管理組合 規約第 6条（管理組合）第 1項に規定する○○マンション管理組合

をいう。 
  二 急速充電設備使用契約 規約第 15 条（駐車場の使用）第１項に規定する駐車

場使用契約のうち、急速充電区画に係るものをいう。 
  三 管理費等 規約第 24条（管理費等）に規定する管理費等をいう。 
  四 使用料 規約第 29 条（使用料）に規定する駐車場使用料その他敷地及び共用

部分等に係る使用料をいう。 
  五 理事長 規約第 38条（理事長）に規定する理事長をいう。 
  六 総会 規約第 42条（総会）に規定する総会をいう。 
  七 理事会 規約第 51条（理事会）に規定する理事会をいう。 
  八 急速充電設備使用者 管理組合と急速充電設備使用契約を締結して急速充電

区画を使用する区分所有者をいう。 
 （使用の申込み） 
 第 3条 急速充電設備使用契約の申込みは、別記様式第 1による書面(以下｢契約申込
書」という。）を理事長に提出してしなければならない。ただし、区分所有権を有

しない者は申込みをすることができない。 
 2 区分所有者は、2 以上の急速充電設備使用契約の申込みをすることができない。
一の専有部分につき 2 以上の区分所有者が存在する場合であっても、同様とす
る。 

 3 次の各号の一に該当する場合には、区分所有者は、急速充電設備使用契約の申込
みをすることができない。 

  一 管理費等、使用料、その他の管理組合へ納入すべき費用の納入を○月分以上

滞納しているとき。 
  二 所有する専有部分を他の区分所有者又は第三者に貸与しているとき。 
  三 管理組合と急速充電設備使用契約を既に締結しているとき。 
  （急速充電設備使用契約の締結） 
 第 4 条 理事長は、契約者を決定したときは、遅滞なく、別記様式第 2 による書面
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（以下｢急速充電設備使用契約書｣という。）で急速充電設備使用契約を締結するも

のとする。 
  （契約期間） 
 第 5条 急速充電設備使用契約の契約期間は、○年間とする。 
 （急速充電設備区画の指定） 
 第 6条 急速充電設備使用者が使用する急速充電設備区画は、規約第 15条（駐車場
の使用）第 1項において規定する別添の図に示すものとする。 

（急速充電設備を利用する自動車） 
 第 7 条 急速充電設備使用者は、急速充電設備を利用する自動車を急速充電設備使

用契約書に記載して特定しなければならない。ただし、急速充電設備使用契約を

締結すべきときに自動車を保有せずこの特定ができない場合には、急速充電設備

使用者がこれを保有した後、すみやかに次項に規定する書面で届け出ることによ

り、この記載に代えることができる。 
 2 急速充電設備使用者は、急速充電設備を使用する自動車を変更したときは、すみ
やかに理事長に別記様式第 3による書面で届け出なければならない。 

  （急速充電設備の使用） 
 第 8条 急速充電設備使用者は、次の事項を遵守しなければならない。 
  一 急速充電設備使用区画の利用は、充電時のみとし、充電完了後は速やかに車

両を移動すること。 
  二 急速充電設備を利用する際は、○○○○○により事前予約した上で使用する

こと。 
三 急速充電設備を使用する場合は、取扱説明書の内容に従うこと。 

  四 契約電動車の充電以外の目的で急速充電設備を使用しないこと。 
  五 急速充電設備及び施設に損傷、汚損を与えたときは、速やかに管理組合に連

絡し、その指示に従うこと。 
  六 その他、管理組合又は理事会の定める事項及び指示に従うこと。 
  
（使用料の納入等：定額徴収の場合） 
 第 9条 急速充電設備使用料は、規約第 60条（管理費等の徴収）第 1項の規定によ
り、急速充電設備使用者が当月分を前月の○日までに一括して納入しなければな

らない。 
 2 前項の急速充電設備使用料は、月額○円とし、一月に満たない期間の使用料は、
一月を 30日として日割計算（10円未満の端数は切捨て）した額とする。 

 3 前項の規定にかかわらず、急速充電設備使用料の額、賦課徴収方法その他の急速
充電設備の管理又は使用に関する事項（これらの変更に関する事項を含む。）につ

いて総会の決議があったときは、急速充電設備使用者は、これに従わなければな

らない。 
 （契約の解除等） 
 第 10 条 理事長は、急速充電設備使用者が管理費等、使用料その他の管理組合へ納

入すべき費用の納入をしない場合において、その支払いの催告にもかかわらず第

３条第３項第一号に該当することとなったときは、直ちに急速充電設備使用契約

を解除することができる。 
 2 前項に規定するほか、急速充電設備使用者が法令、規約、この細則又は急速充電
設備使用契約書の規定に違反した場合において、その是正及び原状回復の請求に

応じないときは、理事長は、理事会の決議を経て急速充電設備使用契約を解除す

ることができる。 
 （急速充電設備使用者からの解約等） 
 第 11条 急速充電設備使用者は、管理組合に対して 1月前までに別記様式第 4によ
る書面をもって解約の申入れを行うことにより、急速充電設備使用契約を解約す

ることができる。 
  （禁止事項） 
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 第 12 条 急速充電設備使用者は、契約自動車以外の自動車の充電、又は第三者にこ

の急速充電設備を使用させ、若しくは急速充電設備の使用権を譲渡することがで

きない。 
  （事務の委託） 
 第 13 条 理事長は、この細則に定める事務の全部又は一部を、第三者に委託するこ

とができる。 
 （細則外事項） 
 第 14 条 この細則に定めのない事項については、規約又は他の使用細則の定めると

ころによる。 
 （細則の改廃） 
 第 15 条 この細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、

この細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経な

ければ、することができない。 
 （細則原本） 
 第 16 条 この細則を証するため、理事長及び理事長の指名する２名の区分所有者が

記名押印した細則を 1通作成し、これを細則原本とする。 
 2 細則原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があ
ったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につ

き、相当の日時、場所等を指定することができる。 
 3 理事長は、所定の掲示場所に、細則原本の保管場所を掲示しなければならない。 
 
 附 則 
 （細則の発効） 
 第 1条 この細則は、○○年○月○日から効力を発する。 
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別記様式第 1 契約申込書（第 3条第 1項関係） 
 

急 速 充 電 設 備 使 用 契 約 申 込 書 
 
                                                          年  月  日 
 
  ○○マンション管理組合 
   理事長  ○ ○ ○ ○  殿 
 
 私は、急速充電設備使用細則第 3条第 1項の規定に基づき、この申込書により、次
のとおり急速充電設備使用契約の申込みをします。 
 
                       申込者（区分所有者）氏名          印 
 
        一、住戸番号    号室 
        二、使用する電動車の種類 
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別記様式第 2 急速充電設備使用契約書（第 4条第 1項関係） 
 

急 速 充 電 設 備 使 用 契 約 書 
                                
（契約の締結） 
 第 1 条 ○○マンション管理組合（以下「甲」という。）と○○マンション 

号室区分所有者        （以下「乙」という。）とは、○○マンション

管理規約（以下「規約」という。）第 15条第 1項及び急速充電設備使用細則（以
下「細則」という。）第 4 条第 1 項の規定に基づき、○○マンションの急速充電
設備（以下「急速充電設備」という。）を乙が使用することについて、以下の条

項により急速充電設備使用契約を締結した。 
 
（急速充電設備を使用するための駐車場の区画番号） 
 第 2条 乙が使用する急速充電設備の駐車場区画については、次に定めるとおりと

する。 
 
  駐車場の表示（区画の番号）  第      番  
        
 
（急速充電設備を使用する自動車） 
 第 3 条 乙が急速充電設備を使用する自動車（以下「契約自動車」という。）は、

次に記載するものに限る。ただし、細則第 7条第 1項ただし書に規定する場合に
は、同項に定める届出により、この記載に代えることができる。 

 
 一 車 名     
 二 自動車登録番号 
 
 2 乙は、細則第 7 条第 3 項に規定する書面で届け出ることにより、契約自動車を

変更することができる。 
  
（契約期間） 
 第 4条 契約期間は、   年 月 日から   年 月 日までとする。 
 
 （急速充電設備使用料） 
 第 5条 乙は、細則第９条に定める急速充電設備使用料を同条に定めるところによ

り甲に支払わなければならない。 
 2 前項の規定にかかわらず、急速充電設備使用料の額、支払方法その他の駐車場

の管理又は使用に関する事項（これらの変更に関する事項を含む。）について総

会の決議があったときは、急速充電設備使用者は、これに従わなければならな

い。 
 
 （使用等の責任） 
 第 6条 充電設備の使用等については、乙の責任において行わなければならない。 
 
 （事故解決等の責任） 
 第 7条 急速充電設備の使用によって事故及び紛争が発生したときは、乙は、誠実

にその解決又は処理に当らなければならない。 
 
 （契約に定めなき事項） 
 第 8条 この契約の解約、解除、急速充電設備使用料の納入その他この契約書に定

めのない事項については、規約又は細則の定めるところによる。 
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 甲と乙は、以上のとおり急速充電設備使用契約を締結したことを証するため、この

契約書 2通を作成し、記名押印の上、各自その 1通を保有する。 
 
            年  月  日 
 
                 甲 ○○マンション管理組合 
                     理 事 長     ○○○○   印 
 
                 乙 ○○マンション      号室 
                    区分所有者氏名          印 
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別記様式第 3 契約自動車変更等届（第 7条第 3項関係） 
 

契 約 自 動 車 変 更 等 届 
 
                                                             年  月  日 
 
  ○○マンション管理組合 
  理事長  ○ ○ ○ ○  殿 
 
 私は、○○マンションの急速充電設備使用契約を締結して使用中のところ、使用す

る自動車を変更（又は新たに保有）したので、急速充電設備使用細則（以下「細則」

という。）第 7条第 3項及び急速充電設備使用契約書第 3条第 2項の規定に基づき、
この書面により、次のとおり届け出ます。 
 
                   届出者（急速充電設備使用者）氏名          印 
 
 
変更(又は新たに保有)後の自動車 
一 車 名     
二 自動車登録番号 
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別記様式第 4 解約申入書（第 11条第 1項関係） 
 

解 約 申 入 書 
 
                                                          年  月  日 
 
    ○○マンション管理組合 
    理事長  ○ ○ ○ ○  殿 
 
 私は、○○マンションの急速充電設備使用契約を締結し使用中のところ、この急速

充電設備使用契約を解約したいので、急速充電設備使用細則第 11 条に基づき、この
申入書により、次のとおり解約の申入れをします。 
 
                             申入者氏名          印 
 
 
  解約日      年  月  日 
 
※  解約の申入れは、解約日の 1月前までにしなければなりません。 
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ここでは P6 の図 2-1.電源検討フローに基づいた、次の 6 つのモデルケースにつ

いての設置工事費を試算しています。 

【普通充電器設置のモデルケース】※ 

 

モデルケース① モデルケース③ モデルケース④

電源供給元 共用部分電盤
特別措置利用
低圧受電

特別措置利用
高圧受電

電源 単相200V 単相200V 単相200V

壁付けタイプ
壁付けタイプ
＋ポール

壁付けタイプ
＋ポール

コンセントタイプ
3kW

1.コンセント
タイプ
3kW

2.ケーブル付
普通充電器

6kW

コンセントタイプ
3kW

ケーブル付
普通充電器

6kW

設置台数 1台 4台 2台 10台 10台

電源供給方法
既存分電盤から供

給
近隣電柱等
から引込・供給

近隣電柱等から引込
受変電設備から供給

配線・配管距離 約20m（露出） 約60m（架空） 約60m（埋設）

工事費用等 約46万円 約121万円 約193万円 約1192万円 約3104万円

約30m（露出）

既存分電盤から供給

普通充電器の種類

モデルケース②

共用部分電盤

単相200V

壁付けタイプ

 
 

【急速充電器設置のモデルケース】※ 
モデルケース⑤ モデルケース⑥

電源供給元
特別措置利用
低圧受電

特別措置利用
高圧受電

電源 単相200 V 三相415 V

急速充電器の出力 30kW 90kW

設置台数 1台 1台

電源供給方法 近隣電柱等から引込・供給
近隣電柱等から引込、
受変電設備から供給

配線・配管距離 架空距離約20m 埋設距離20m

工事費用等 約804万円 約2734万円
 

  ※上記の概算費用は一定の条件に基づく概算見積もりであるため、同様の工事内容であって

も工事費用等が大きく変動する可能性があります。 

 

 【各モデルケースの解説】 

   コンセントタイプ普通充電器の電力は 3.2 kW で想定しています。また、急

速充電器は 30kW と 90kW のケースを掲載していますが、基本的に出力が小

さいほど、初期費用も運用費用等（電力基本料金等）は安くなりますので、

状況に応じて選定してください。 

   また、各モデルケースの工事費は、充電器の種類、配管、配線の経路や距離、

路盤の仕上げ、特別措置の電力会社からの引き込み距離などにより変動しま

すので、あくまで概算金額として参考にしてください。 

以下の設置概要の解説と概算工事費用は、各モデルケースの計画配線図をそ

参考資料７ 充電設備の施工モデルケースと概算工事費 
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れぞれ参照してください。 

 

モデルケース①

既存受電方式が低圧受電の場合など、共用部の余剰が少ないケースで共用

部から電源供給をする場合を想定した、3 kW の壁付けコンセントタイプの普

通充電器 1 台を設置するケースです。配線は共用分電盤からの露出配管とし

ています。 

 

モデルケース①：共用分電盤から普通充電器(壁付けコンセント型 3Kw)1台設置の場合 

・壁付型普通充電器（鍵付コンセント型）   1台                  0.7万円 

・配線遮断器ほか電材及び雑材消耗品     1式            5.6万円 

・充電器据付工事              1式           0.6万円 

・配管配線ほか関連工事           1式          28.8万円 

・試験検査                 1式           0.8万円 

・諸経費(15%で仮定)             1式           5.5万円 

・消費税(10%)                1式           4.2万円 

                      合計          46.2万円 

 

モデルケース② 

新たな受変電設備を設けたり増強したりせずとも、共用部から 12kW程度

の容量が確保できるケースを想定しています。共用分電盤から露出配管で

3kWの壁付けコンセントタイプの普通充電器 4台（②-1）、もしくは 6kWの

壁付けケーブル付普通充電器 2 台（②-2）を設置することを想定しています。

配線は共用分電盤からの露出配管としています。 

 

モデルケース②-1：共用分電盤から普通充電器(壁付けコンセント型3kW)4台設置の場合 

・壁付型普通充電器（鍵付コンセント型）    4台×0.7万円         2.8万円 

・盤、配線遮断器ほか電材及び雑材消耗品   1式              23.2万円 

・充電器据付工事              1式            2.2万円 

・配管配線ほか関連工事           1式           65.7万円 

・試験検査                 1式            2万円 

・諸経費(15%で仮定)             1式          14.1万円 

・消費税(10%)                1式            11万円 

               合計             121万円 

 

モデルケース②-2：共用分電盤から普通充電器（壁付けケーブル型6kW2台）設置の場合 

・壁付型普通充電器（ケーブル型）      2台×16万円          32万円 

・盤、配線遮断器ほか電材及び雑材消耗品   1式             27万円 

・充電器据付工事              1式            8.6万円 

・配管配線ほか関連工事           1式           83.8万円 

・試験検査                 1式            1万円 

・諸経費(15%で仮定)             1式           22.8万円 
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・消費税(10%)                1式           17.5万円 

                合計           192.7万円 

 

モデルケース③

特別措置を利用し、電力会社の電力柱から低圧受電で新たに設置する引込

盤へ引き込み、そこから架空配線で分岐盤へ配線し 3kW の壁付けコンセン

トタイプの普通充電器を、ポールを利用して 10 台分（ポール 1 本にコンセ

ント 2 個取付）設置することを想定しています。のケースを例示しています。 
 

モデルケース③：特別措置を利用して低圧引込で普通充電器（コンセント型 3kW）10
台を設置（ポール 1台に充電器 2台取付）する場合 

・普通充電器（鍵付コンセント型）       10台×0.7万円             7万円 

・充電器用ポール                5台×2.3万円         11.5万円 

・ポール据付工事               1式           143万円 

・充電器据付工事               1式            5.4万円 

・引込盤（引込開閉器、配線遮断器等）     1式          22.2万円 

・電柱、電材及び雑材消耗品          1式          163.6万円 

・配管配線ほか関連工事 1式 550.7万円

・電力会社申請                1式          10.5万円 

・試験検査                  1式            5万円 

・諸経費(15%で仮定)              1式          137.8万円 

・消費税(10%)                 1式           105.7万円 

                                             小計         1162.4万円  

・電力会社特別措置引込負担金（目安）     1式           30万円 

                       合計            1192.4万円  

    ※特別措置引込負担金は電力会社の引込みに係る費用なので、ここでは目安として提示しています。 

※配線経路が、いたずらや事故防止が可能な塀際やフェンス際等で露出配管、配線できる場合は、架空

配線工事費を低減することは可能です。 

 

モデルケース④

特別措置を利用し、電力会社の電力柱から高圧受電で新たに設置する受変

電設備（キュービクル）へ引き込み、そこから埋設配管で 6kW の壁付けケ

ーブル付普通充電器を、ポールを利用して 10 台分（ポール 1 本にケーブル

型 2 台取付）設置することを想定しています。このケースでは、配線の重量

から安全性を考慮して架空配線ではなく、埋設（アスファルト路盤）配管配

線のみを例示しています。また、デマンドコントロールでの高圧受電化の回

避も考えられますが、このモデルケースではデマンドコントロールは含めて

おりません。 
 

モデルケース④：特別措置を利用して高圧引込で普通充電器（ケーブル型 6kW）10 台
を設置（ポール 1台に充電器 2台取付）する場合 

・普通充電器（ケーブル型）          10台×16万円            160万円 
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・充電器用ポール（2台取付タイプ）        5台×3.5万円       17.5万円 

・ポール据付工事               1式           143万円 

・充電器据付工事               1式           70.2万円 

・高圧受変電設備               1式          388.1万円 

・高圧受変電設備関連工事          1式          247.2万円 

・電柱、電材及び雑材消耗品          1式          230.1万円 

・配管配線ほか関連工事            1式         1059.8万円 

 （内埋設に掛かる工事費）                        （480万円） 

・電力会社、消防申請等            1式          62.4万円 

・試験検査                  1式            5万円 

・諸経費(15%で仮定)              1式          357.4万円 

・消費税(10%)                 1式             274万円 

                                           小計         3014.3万円 

・電力会社特別措置引込負担金（目安）     1式            90万円 

                       合計           3104.3万円 

    ※特別措置引込負担金は電力会社の引込みに係る費用なので、ここでは目安として提示しています。 

※配線経路が、いたずらや事故防止が可能な塀際やフェンス際等で露出配管、配線できる場合は、埋設

配管配線工事費を低減することが可能です。 

  
モデルケース⑤ 

  特別措置を利用し、電力会社の電力柱から新たに設置する引込盤へ低圧受

電で引き込み、そこから架空配線で単相電源 30kW出力の急速充電器を設置

することを想定しています。付帯設備の設置は考慮していません。 
 

モデルケース⑤：特例措置を利用して低圧受電（単相 200V）で急速充電器（30kW）を

設置する場合 

・急速充電器（30kW）            1台            200万円 

・急速充電器据付工事            1式         123.4万円 

・引込盤（引込開閉器、配線遮断器等）     1式           27.9万円 

・電柱、電材及び雑材消耗品          1式           57.8万円 

・配管配線ほか関連工事                    1式          187.6万円 

・電力会社申請               1式           10.5万円 

・試験検査                 1式            5万円 

・諸経費(15%で仮定)                      1式           91.8万円 

・消費税(10%)                         1式            70.4万円 

                                           小計          774.4万円 

・電力会社特別措置引込負担金（目安）     1式            30万円 

                       合計            804.4万円 

※特別措置引込負担金は電力会社の引込みに係る費用なので、ここでは目安として提示しています。 

※配線経路が、いたずらや事故防止が可能な塀際やフェンス際等で露出配管、配線できる場合は、埋設

配管配線工事費を低減することが可能です。 

 

モデルケース⑥ 

  特別措置を利用し、電力会社の電力柱から新たに設置する受変電設備（キ
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ュービクル）へ高圧受電で引き込み、そこから埋設配管で 90kW出力の急速

充電器 1台を設置することを想定しています。 
 

モデルケース⑥：特例措置を利用して高圧受電（三相 415V）で急速充電器（90kW）を

設置する場合 

・急速充電器（90kW）            1台             500万円 

・急速充電器据付工事            1式           127.2万円 

・高圧受変電設備              1式           641.4万円 

・高圧受変電設備関連工事          1式          226.6万円 

・電柱、電材及び雑材消耗品          1式           89.4万円 

・配管配線ほか関連工事           1式           438.4万円 

 （内埋設に掛かる工事費）                       （98万円） 

・電力会社、消防申請等            1式          62.4万円 

・試験検査                 1式            5万円 

・諸経費(15%で仮定)             1式          313.6万円 

・消費税(10%)                1式           240.4万円 

                                           小計          2644.4万円 

・電力会社特別措置引込負担金（目安） 1式 90万円

                       合計           2734.4万円 

   ※特別措置引込負担金は電力会社の引込みに係る費用なので、ここでは目安として提示しています。 
※配線経路が、いたずらや事故防止が可能な塀際やフェンス際等で露出配管、配線できる場合は、埋設

配管配線工事費を低減することが可能です。 

 

このモデルケース④と⑥については高圧受電設備の設置費用（本試算はキュー

ビクル設置での概算費用）は見込んでいますが、主任技術者の選任が必要となり

ますので、工事費用以外の費用については確認が必要となります。 
 

その他電源の設備工事の検討 

    電源の設備工事は、以下の事項を施工図（新規に作成）に反映して工事を

進めることとなります。 

 

１） 充電器の設置位置を確定 

２） 配線ルートの確定 

３） 配線および電線管の選定 

４） 施工方法の検討確定（土被りの確保など） 

５） 接地工事 

６） その他個別条件の検討および確定 

 

なお、電源工事は電気工事業法に従い施工し、施工後は回路の絶縁抵抗及

び接地抵抗を測定して、工事報告書類等に記録を残すよう徹底して下さい。 
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【モデルケース①：共用分電盤から露出配管で引き込み、壁付けコンセント型普通充電器 1 台を

設置する場合】 
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【モデルケース②-1：共用分電盤から露出配管で引き込み、壁付け普通充電器（コンセント型）

4台を設置する場合】 
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【モデルケース②-2：共用分電盤から露出配管で引き込み、壁付け普通充電器（ケーブル型）2

台を設置する場合】 

 



- 60 - 
 

【モデルケース③：特別措置を利用し低圧受電でコンセント型普通充電器 10台（ポール１本に

2台取付）を設置する場合】 
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【モデルケース④：特別措置を利用し高圧受電でケーブル型普通充電器 10台（ポール１本に 2

台取付）を設置する場合】 
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【モデルケース⑤：特別措置を利用し低圧受電（単相 200V引込み）で急速充電器（30kW）1

台を設置する場合】 
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【モデルケース⑥：特別措置を利用し高圧受電（三相 415V引込み）で急速充電器（90kW）1

台を設置する場合】 
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以下のａからｅは充電設備を専用、ｆとｇは共用で使用すること前提として

駐車料金に定額上乗せして徴収する方式を採用する場合に、モデルケースの①

～⑥の設置費用を含めて、どの程度上乗せ金額が生じるのか試算した結果です。

 

ａ. モデルケース①の場合の上乗せ金額 

  設置費用：46万円 

  12年間※1で設置費用を回収する場合の月々の回収額： 

46万円÷144か月÷1台＝3,194円／月・台 
※1：充電設備製造者の設計の前提や使用状況等により、使用可能年数は異なります。 

1台の乗用車が 1年間に走行する想定距離：約 1万 km 

1km走行するために必要な想定電気料：約 5円※2 
※2：契約プラン等により異なります。 

1か月間の標準的な電気料○A：約1万km÷12か月×約5円＝4,167円/月・台 

  上乗せ金額＝3,194円＋○A 4,167円＝約 7,361円/月・台 

   

ｂ．モデルケース②-1の場合の上乗せ金額 

  設置費用：121万円 

  12年間で設置費用を回収する場合の月々の回収額： 

121万円÷144か月÷4台＝2,101円/月・台 

  上乗せ金額＝2,101円＋○A 4,167円＝約 6,268円/月・台 

 

ｃ．モデルケース②-2の場合の上乗せ金額 

  設置費用：193万円 

  12年間で設置費用を回収する場合の月々の回収額： 

193万円÷144か月÷2台＝6,701円/月・台 

  上乗せ金額＝6,701円＋○A 4,167円＝約 10,868円/月・台 

 

ｄ．モデルケース③の場合の上乗せ金額 

  設置費用：1,192万円 

12年間で設置費用を回収する場合の月々の回収額： 

      1,192万円÷144か月÷10台＝8,278円/月・台 

 新規低圧受電契約基本料金○B：286円 kVA/月×契約電力 35kVA 

=約 10,010円÷10台＝約 1,001円/台 

上乗せ金額＝8,278円＋○A 4,167円+○B 1,001円＝約 13,446円/月・台 

 

参考資料８ 充電設備の費用を駐車場料金に上乗せする場合の考え方 
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ｅ. モデルケース④の場合の上乗せ金額 

設置費用：3,104万円 

12年間で設置費用を回収する場合の月々の回収額： 

3,104万円÷144か月÷10台＝21,556円/月・台 

新規高圧受電契約基本料金○C：1,716 円 kW/月×契約電力 60kW×

（力率割引）0.85=約 87,516円÷10台＝約 8,752円/台 

電気料○D：約1万km÷12か月×約3円※3＝約2,500円／月・台 
※3：高圧契約のため○Aより単価が安くなります。 

上乗せ金額＝21,556円+○C 8,752円+○D2,500円=約 32,808円/月・台 

 

ｆ. モデルケース⑤の場合の上乗せ金額 

     設置費用：804万円（5台で共有と仮定） 

12年間で設置費用を回収する場合の月々の回収額： 

    804万円÷144か月÷5台＝11,167円/月・台 

  新規低圧受電契約基本料金○E：286円 kVA/月×契約電力 30kVA 

=約 8,580円÷5台＝約 1,716円/台 

上乗せ金額＝11,167円+○A =4,167円+○E 1,716円=約 17,050円/月・台 

 

ｇ. モデルケース⑥の場合の上乗せ金額 

設置費用：2,734万円（5台で共有と仮定） 

12年間で設置費用を回収する場合の月々の回収額： 

    2,734万円÷144か月÷5台＝37,972円/月・台 

新規高圧受電契約基本料金○F：1,716 円 kW/月×契約電力 70kW×

（力率割引）0.85=約 102,102円÷5台＝約 20,420円/台 

※90kW の急速充電器でも継続して最大出力は使われないため 70kW

で想定 

電気料○D：約2,500円／月・台 

  上乗せ金額＝37,972円+○D2,500円+○F 10,210円=約 50,682円/月・台 

 

注）この試算はあくまでも概算です。今回のモデルケースは、検討段階にお

いて様々なケースを想定される際の目安として提示しております。配線、

配管の距離や敷設方法、補助金の活用や管理組合側で設置費用を見るケー

スなど、どのように各費用を負担するのかにより変動しますので、検討の

際の資料としてご活用ください。また、電気料金も電力会社によって異な

るためご注意ください。 

    

徴収する設置費用分について、充電設備の利用者から徴収する場合は修繕積
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立金に繰り入れることも考えられますが、機械式駐車場と同じ考え方で、今後

のメンテナンス費用もあることから管理費や修繕積立金とは区分して経理して

おく方が望ましいでしょう。また、モデルケース①②の場合の電気料金は管理

費に繰り入れますが、昨年度同月の電気料金と比較するなど、導入後の使用実

態の検証と見直しは常に行っていく必要があります。

モデルケース③④⑤⑥は、別契約となるため、電気料金に基本料金を含めて

設置台数で分担することで試算しています。 
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 平成 24 年 12 月に総務省消防庁から「対象火気設備等の位置、構造及び管理並び

に対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を

改正する省令」が施行されました。この省令が再度改正され、令和 3 年 4 月 1 日に

施行されています。 

 この結果、「急速充電設備（全出力 20 キロワット以下のもの及び全出力 200 キロ

ワットを超えるものを除く）」は新たに対象火気設備として位置づけられ（変電設備

としての扱いからは除外される）、各地域の火災予防条例において、急速充電設備の

扱いが次に示す内容に改正されることになりました。 

 

改正の概要 

1. 急速充電設備の規制範囲の上限を出力 200キロワット以下までに拡大 

2. 急速充電設備を設置する際、 出力 50キロワット超え 200キロワット以下のも

のについて、届出を義務化 

3. 急速充電設備の出力拡大に伴う火災予防上の安全対策を追加 

 

新たに講ずることとした火災予防上の措置 

（１）急速充電設備（蓄電池内蔵型のものを含む。）において想定されるハザードと必要な安

全対策 
部位等 想定されるハザード 必要な安全対策 改正対象 改正条項 

機器本体 外部火災により長時

間高温曝露する。 
建物から 3 メートルの離
隔距離の確保 
（消防長（市町村長）又

は消防署長が認める延焼

を防止するための措置が

講じられているものはこ

の限りでない。） 

50 kW 以下を除
く急速充電設備 
（ 50 kW 超
200kW以下） 

第 16 条第 4号ハ 

コネクター 落下によりコネクタ

ーが破損・変形し充

電ができない。 
落下によりコネクタ

ーが破損し感電す

る。 

コネクターの不時の落下

防止措置 
（コネクターに十分な強

度を有するものにあって

はこの限りでない。） 

全急速充電設備 
（20 kW 超 200 
kW 以下） 

第 16条第 9号リ 

充電用ケーブル 
（液体を用い

て、充電用ケー

ブルを冷却する

急速充電設備に

限る。） 

液漏れによる内部基

板損傷 
・冷却液と基盤の分離構

造 
・冷却液の流量・温度の

異常検知機能 

第 16条第 9号ヌ 

開閉器 
（複数の電気自

動車等を同時に

充電する機能を

有する急速充電

設備に限る。） 

開閉器の接点固着 開閉器の異常検知機能 第 16条第 9号ル 

参考資料 9 急速充電器が設置される場所に応じた火災予防上必要な安全対策のあり方 
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（２）蓄電池内蔵型急速充電設備において想定されるハザードと必要な安全対策 
部位等 想定されるハザード 必要な安全対策 改正対象 改正条項 

蓄電池 

蓄電システム 

低温下で蓄電池を充

電することで内部短

絡が発生し、蓄電池

の発熱や、利用不能

が生じる。 

・温度の異常検知機能 

・異常検知時の急速充

電設備の停止機能 

全急速充電設備 

（ 20 kW 超

200kW以下） 

第 16条第 10号ハ 

蓄電システム 制御機能の故障によ

り蓄電池の過充電、

過昇温が発生して発

火する 

・制御機能の異常検知

機能 

・異常検知時の急速充

電設備の停止機能 

第 16条第 10号二 

 

【従前の急速充電器における火災予防上の措置】 

従前からの安全対策 改正条項 

ａ．筐体は不燃性の金属材料で造り、床、壁、支柱等に堅固に固定すること。 
第 10条第 13号 
第 12条第 10号 

ｂ．絶縁及び接続状況等に異常がある場合は、充電を開始しない措置を講ずること。 第 16条第 9号イ 
ｃ．急速充電設備と電気自動車等が確実に接続されていない場合には、充電を開始し

ないこと。 第 16条第 9号ロ 

ｄ．急速充電設備と電気自動車等の接続部に電圧が印加されている場合には、当該接

続部が外れないようにすること。 第 16条第 9号ハ 

ｅ．漏電、制御機能の異常、電圧又は電流の異常を検知及び異常な高温を検知した場

合は自動的に停止すること。 

第16条第9号ニホ 

第16条第10号イロ 

ｆ．異常な高温の検知及び電圧又は電流等の異常を検知した場合は自動的に停止する

こと。 
第 16条第 9号ヘ 

ｇ．手動で緊急停止させることができる措置を講ずること。 第 16条第 9号ト 

ｈ．自動車等の衝突防止を講ずること。（車止め、鉄製又は樹脂製のポール等） 第 16条第 9号チ 

ｉ．周囲の換気、整理整頓に関すること。 地域条例による 

ｊ．「急速充電設備」と記した標識の設置に関すること。 地域条例による 

ｋ．点検、補修、記録及び保存に関すること。 地域条例による 

 

【経過措置】 

この省令の施行以前に現に設置され、または設置の工事がされている急速充電設

備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。 

参考：対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関す

る条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令 

（https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414M60000008024） 
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１ 技術革新への対応 

  電動車及び充電設備については、参考資料 1 の「2050 年カーボンニュートラル

宣言」に伴う「2021 年グリーン成長戦略」において、自動車、蓄電池、充電器産

業の急速な技術開発が進められていることによって、性能や価格が日々進化して

いる状況にあります。 

表参 10-1 は、電動車の電池容量と航続距離を示したもので、初期の 100～

200km の航続距離であったものが最近ではガソリン車と同程度の 400～500km の

航続距離があるものも発売されています。これは、表参 10-2 のように現在の電動

車に搭載されるリチウムイオン電池のコストが年々下がってきていることもその

要因となっています。また、これまでのリチウムイオン電池と比べて小型化、充

電時間の短縮、安全性などのメリットがある全固体電池の研究も進められていま

すので、今後容量の大きい電池を搭載した電動車が出てくることで、充電器性能

や充電時間に影響を及ぼすことが考えられます。 

 

表参 10-1.電池容量と航続距離 

 
 

表参 10-2.リチウムイオン電池のコスト推移 

 

参考資料 10 長期電動車充電設備設置計画 
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２ 長期電動車充電設備設置計画 

  マンションでの充電設備導入を検討するには、こうした近年の急速な技術革新

への対応も考慮しなければならないといえます。これは、現在の一般的な設備を

導入しても、5年程度で容量不足や新しい規格に比して陳腐化することは避けなけ

ればなりません。

  また、現状の電動車保有台数からみても、現時点ではマンション居住者で保有

している台数も限られると思いますが、2035 年から 2040 年に向けて保有者が増

えることを想定しなければなりません。そこで、電動車充電設備の設置計画につ

いては、ある程度長期的な視点で捉えていくことが重要となります。 

  本マニュアルでは、普通充電器または急速充電器 1 台の設置を提示しています

が、長期的な計画の中で各区分所有者への本マニュアル等の十分な説明とそのニ

ーズを把握した上で、経過措置的な目標と最終的な目標をたて、それらの目標と

合わせて新しい技術導入へも対応も可能な設置計画とすることが望まれます。表

参 10-3にその検討課題と、表参 10-4にモデルケース③を 30年で設置する長期電

動車充電設備設置計画作成例を示します。 

 
表参 10-3.長期電動車充電設備設置計画検討課題 

大項目 中項目 経過措置的目標 最終目標 

駐車場台数    台 ― ― 

共用充電器 

空き駐車場 有（ 台）・無 有（ 台）・無 

普通充電器 年  台 年  台 

急速充電器 年  台 年  台 

専用充電器 
普通充電器 年  台 年  台 

急速充電器 年  台 年  台 

電気容量 

余剰で ok 台まで 台まで 

要容量 UP 年 年 

特別措置利用 年 年 

保守契約 年間 円／年（ 台） 円／年（ 台） 

修繕・交換 特別積立金 円/台 円/台 

支出会計 
修繕積立金 ☐ ☐ 

特別積立金 ☐ ☐ 

課金方法 
組合徴収 ☐ ☐ 

委託徴収 ☐ ☐ 
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表参 10-4.長期電動車充電設備設置計画作成例 

○○マンション管理組合 駐車場台数（10台）

計画年度 4 5 6 9 10 11 16 17 18 21 22 23 24 34

2022 2023 2024 2027 2028 2029 2034 2035 2036 2039 2040 2041 2042 2052 工事項目別

合計金額

3台 2台 2台 2台

500,000 320,000 320,000 320,000 1,460,000

延長含む

7,500,000 300,000 300,000 300,000 8,400,000

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1,450,000

300,000 300,000 600,000

8,000,000 620,000 920,000 920,000 11,910,000

(A) (B) (A)÷30年 (C) (B)÷12ヵ月 (C)÷10台

30年にかかると予想される総費用 11,910,000 → １ヶ年の必要積立金額 397,000 → １ヶ月の必要積立金 33,083 → １戸当平均月額積立金 3,308

当初5年（3台で負担） 11,028

5～10年（5台で負担） 6,617

10～15年（23台で負担） 4,726

各年度別工事費合計

修繕・交換費

工事項目

普通充電器設置

（モデルケース③で想定）

配線工事

保守契約費

長期電気自動車充電設備設置計画（30ヶ年）

（令和）

（西暦）

 

 

  特にこれらの設置費用について、区分所有者全員が利用しているなど公平性が保

たれる場合には修繕積立金会計の取り崩しで対応することが考えられますが、1 部

の利用者のみとなる場合は、修繕積立金と区分した駐車場特別積立金とすること

を検討することも必要です。国土交通省の長期修繕計画ガイドラインでも維持費

等の掛かる機械式駐車場などでは「管理費会計及び修繕積立金会計とは区分して

駐車場使用料会計を設けることも考えられます。」とされています。 

  検討の結果、長期電動車充電設備設置計画で段階的に充電器を設置する場合に、

長期電動車充電設備設置計画作成例のように掛かる費用と駐車場使用料会計の収

支を検討したうえで、図参 10-1のような 1期工事で最終目的台数分の配線計画を

行うことも考えられます。 

 

 

図参 10-1.1期工事での先行配線例 

1期⼯事普通充電器3台設置

1期⼯事で配線だけ設置

2期、3期⼯事で普通充電器設置
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